
『
旧
教
会
法
典
』（
一
九
一
七
年
）
第
四
百
八
十
八
条
は
、
修
道
会
を
次
の
よ
う

に
定
義
し
て
い
る
。
修
道
会
と
は
、
教
会
の
合
法
的
権
威
者
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
、

会
員
が
固
有
の
会
則
に
従
い
、
公
式
誓
願
を
立
て
て
、
福
音
的
勧
告
（
清
貧
・
貞

潔
・
従
順
）
の
実
践
に
よ
っ
て
完
徳
に
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
で
あ
る
、

と
。
同
条
項
は
さ
ら
に
修
道
会
を
盛
式
誓
願
と
単
式
誓
願
の
修
道
会
に
分
け
、
盛

式
誓
願
修
道
会
を
オ
ル
ド
ー
（O

rdo

）
と
呼
ん
で
い
る
。『
新
教
会
法
典
』（
一
九

八
三
年
）
の
修
道
会
の
定
義
（
第
六
百
七
条
）
は
『
旧
教
会
法
典
』
の
そ
れ
を
受

継
い
で
は
い
る
が
、
は
る
か
に
簡
潔
で
あ
る
。
兄
弟
的
な
共
同
生
活
を
営
む
団
体

と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
、
盛
式
修
道
会
と
単
式
修
道
会
（C

ongregatio
）
の

区
別
は
な
く
な
り
、
オ
ル
ド
ー
な
る
呼
称
も
こ
こ
で
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
修
道

会
は
歴
史
的
に
様
々
な
形
態
を
と
り
、
そ
の
名
称
は
一
義
的
に
規
定
し
う
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
も
歴
史
的
に
進
化
し
て
お
り
、
そ
の
名
称
は
常
に
同
一
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
宛
に
発
給
さ
れ
た
教
皇
の
勅
書
や
書
簡
の
中

で
使
用
さ
れ
た
用
語
の
歴
史
を
た
ど
る
と
き
、
こ
の
点
は
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な

ろ
う（

１
）

。
十
一
世
紀
半
ば
に“C

luniacensis
E

cclesia”

な
る
表
示
が
は
じ
め
て
登

場
す
る
。
十
二
世
紀
に
な
る
と
そ
の
使
用
頻
度
が
増
え
、
十
二
世
紀
後
半
に
は
一

般
的
な
用
語
に
な
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
前
半
ま

で“C
ongregatio

C
luniacensis”

が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
十
一
世
紀
末
に
は

“
C

luniacensis
C

oenobii
m

em
bra”

も
使
わ
れ
て
い
る
。
十
二
世
紀
前
半
の
イ

ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
期
に
は“C

lu
n

iacen
se

C
o

lleg
iu

m
”

が
現
れ
る
。
つ

ま
り
修
道
会
を
表
示
す
る
定
ま
っ
た
用
語
は
ま
だ
な
い
。
他
方
オ
ル
ド
ー
に
つ
い

て
み
る
と
、
す
で
に
Ｊ
・
ウ
ー
ル
リ
エ
、
Ｊ
・
ヴ
ォ
ラ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
し
た
よ
う
に（

２
）

、

こ
れ
は
元
来
、
修
道
生
活
や
紀
律
を
表
示
し
た
言
葉
で
あ
り
、“

C
lu

n
iacen

sis

O
rdo”

は
ク
リ
ュ
ニ
ー
的
生
活
流
儀
の
意
味
で
あ
っ
た
。
教
皇
の
勅
令
集
で
も
十

二
世
紀
末
に
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
修
道
生
活
《ordo

m
onasticus

》

が
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
の
掟
則
に
従
っ
て
、
将
来
も
破
ら
れ
る
こ
と
な
く
遵
守
さ

れ
る
よ
う
に（

３
）

」
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
期
に
な
る
と
、

二
三

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体

関
　
　
口
　
　
武
　
　
彦

（
教
育
学
部
　
歴
史
学
研
究
室
）



上
述
の
意
味
の
ほ
か
に
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
の
修
院
長
及
び
役
僧
は
、
ク
リ
ュ
ニ

ー
修
道
会
の
掟
則
に
反
し
て
《contra

institutionem
C

luniacensis
ordinis

》
教

会
財
産
を
不
法
に
分
与
し
て
は
な
ら
ぬ（

４
）

」
と
か
、「
汝
の
修
道
会
士
」《M

onachus

tui
O

rdinis
》

（
５
）

と
い
っ
た
用
法
が
現
れ
る
。
そ
し
て
十
三
世
紀
以
後
、
オ
ル
ド
ー

は
修
道
会
を
表
す
用
語
と
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
教
団
（
修
道
会
）《C

luniacensis
E

cclesia

》
へ
の
言
及
は
レ
オ

九
世
が
発
給
し
た
勅
書
（
一
〇
四
九
年
）
に
見
出
だ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
第
五
代

修
道
院
長
オ
デ
ィ
ロ
ン
の
死
去
（
一
〇
四
八
・
一
二
・
三
一
）
の
直
後
に
あ
た
る
。

我
々
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
確
立
を
オ
デ
ィ
ロ
ン
在
位
期
（
九
九
四
ー
一
〇
四

八
）
後
半
に
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う（

６
）

。
ヨ
ハ
ネ
ス
十
九
世
は
「
（
ク
リ
ュ
ニ
ー
修

道
士
が
）
何
処
に
居
よ
う
と
も
」《ubicunque

positi

》
彼
ら
に
た
い
し
て
司
教

懲
戒
権
か
ら
の
免
属
を
保
障
し
（
一
〇
二
四
年
）、
教
団
と
し
て
の
合
法
性
と
自
律

性
を
承
認
し
た
。
さ
ら
に
　
獄
の
魂
の
た
め
に
代
　
に
専
念
す
る
祈
　
者
集
団
の

地
位
が
確
立
す
る
の
は
、
万
霊
節
の
設
定
が
示
す
よ
う
に
、
一
〇
三
〇
年
頃
で
あ

り（
７
）

、
フ
ァ
ル
フ
ァ
修
道
院
の
た
め
の
『
慣
習
規
定
書
』（L

iber
tram

itis)
が
作
成

さ
れ
た
の
も
一
〇
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
浄
罪
界
で
苦
悩
す
る
教
皇
を
救
出
し
た

威
徳
あ
る
修
道
院
長
が
実
に
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
統
治
し
た

こ
と
が
、
修
道
会
の
統
合
性
と
求
心
力
を
著
し
く
高
め
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

か
ろ
う（

８
）

。
オ
デ
ィ
ロ
ン
は
支
院
を
頻
繁
に
巡
察
し
、
支
院
の
修
道
士
を
祝
福
し
、

支
院
長
を
自
ら
任
命
し
た
。
死
去
し
た
修
道
士
は
そ
の
名
を
周
年
記
念
　
名
簿
（
ネ

ク
ロ
ロ
ギ
ウ
ム
）
に
記
載
さ
れ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
の
永
続
的
な
執
り
成
し
に

あ
ず
か
っ
た
こ
と
も
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
の
帰
属
意
識
と
連
帯
感
情
を
強
化
し
た

と
い
っ
て
よ
い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
特
質
は
、
そ
れ
が
な
に
よ
り
も
修
道
院

長
を
結
節
点
と
す
る
人
格
的
か
つ
精
神
的
な
結
合
組
織
だ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
こ

れ
が
高
度
の
発
展
を
と
げ
た
十
一
世
紀
（
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ユ
ー
グ
の
院
長
期
）
こ

そ
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
修
道
会
の
制
度
・
組
織
は
さ
ら
な
る
発

展
を
と
げ
る
。
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
の
勅
書
は
、
す
べ
て
の
小
修
道
院
と
分
院

《p
rio

ratu
s

et
cellae

》
が
将
来
、
大
修
道
院
《ab

b
atia

》
に
昇
格
す
る
こ
と
を

禁
止
し
た（

９
）

。
し
か
し
有
力
な
小
修
道
院
は
幾
つ
か
の
支
院
を
傘
下
に
収
め
て
、
従

属
院
の
地
方
セ
ン
タ
ー
へ
と
成
長
を
と
げ
て
い
る
。
十
二
世
紀
に
は
、
修
道
会
の

集
権
化
と
分
権
化
が
並
行
し
て
進
む
の
で
あ
る
。
修
道
会
総
会
の
開
催
、
修
道
会

管
区
の
設
置
、
巡
察
使
の
任
命
、
そ
し
て
判
事
団
（diffinitorium

）
の
創
設
は
、

十
二
、
十
三
世
紀
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
す
で
に
ウ
ー
ル
リ
エ
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、「
修
道
会
の
創
設
で
は
な
く
て
、
そ
の
組
織
の
進
化
」
に
す
ぎ
な

い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
・
組
織
が
整
備
さ
れ
る
十
三
世
紀
は
ク
リ
ュ
ニ

ー
修
道
会
の
衰
退
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
は
す
で
に
そ
の
歴

史
的
使
命
を
果
し
お
え
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
第
三
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
代
表
さ
れ

る
巨
大
な
建
築
物
は
、
そ
の
基
盤
を
な
す
共
同
体
が
最
盛
期
を
す
ぎ
た
後
に
完
成

す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物

二
四

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号

（
10
）

（
11
）

（
12
）



は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
ユ
ー
グ
五
世
（
在
位
一
一
九
九
ー
一
二
〇
七
）
で
あ
っ

た
。
だ
が
ユ
ー
グ
自
身
も
修
道
会
の
黄
金
時
代
が
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
は
十

分
に
知
っ
て
い
た
。
改
革
規
則
の
序
文
に
お
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。「
か
つ
て
我
々
は
金
の
輝
き
に
似
て
い
た
の
み
か
金
そ
の
も
の
で

あ
り
、
我
々
は
こ
れ
を
喜
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
今
で
は
悲
し
み
を
も
っ
て
言
う
の
だ

が
、
我
々
は
も
は
や
金
で
な
い
ば
か
り
か
、
金
の
最
上
の
光
沢
す
ら
も
失
っ
た
の

で
あ
る
」
と
。
本
稿
の
目
的
は
、
十
三
世
紀
以
降
に
お
け
る
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会

の
制
度
化
と
そ
の
解
体
過
程
を
展
望
す
る
こ
と
に
あ
る
。

省
略
記
号
表

B
C

M
.M

arrier(ed.),
B

ibliotheca
C

luniacensis.
M

âcon
1915(P

aris
1614).

B
O

C
P

.S
im

on(ed.),
B

ullarium
Sacri

O
rdinis

C
luniacensis.

L
yon

1680.

C
A

.B
ernard

et
A

.B
ruel(éd.),R

ecueil
des

chartes
de

l'abbaye
de

C
luny.

6
vols.

P
aris

1876-1903.

C
IC

A
.F

riedberg(H
g.),C

orpus
Iuris

C
anonici.G

raz
1959(L

eipzig
1879).

C
O

D
J.A

lberigo,
J.A

.D
ossetti,

P
.P

.Joannou,
C

.L
eonardi,

P
.P

rodi(ed.),

C
onciliorum

O
ecum

enicorum
D

ecreta.
B

ologna
1973(1962).

SC
V

G
.C

harvin(éd.),
Statuts,

C
hapitres

G
énéraux

et
V

isites
de

l'O
rdre

de
C

luny.
T

om
e

-
,

P
aris

1965-79.

（
１
）

B
O

C
,

1-104.

（
２
）

J.H
ourlier,

“C
luny

et
la

notion
d'ordre

religieux”,
dans

:
A

C
luny.

C
ongrès

scientifique:
F

étes
et

cérém
onies

liturgiques
en

l'honneur
des

saints
A

bbés

O
don

et
O

dilon,9-11
juillet

1949.T
ravaux

du
C

ongrès
publiés

par
la

S
ociété

d
es

A
m

is
d

e
C

lu
n

y
,

D
ijo

n
1

9
5

0
,

2
1

9
-2

6
.;

J.W
o

llasch
,

M
ö

n
ch

tu
m

d
es

M
ittelalters

zw
ischen

K
irche

und
W

elt .
M

ünchen
1973,

149-58.;
id.,

C
luny.

L
icht

der
W

elt:
A

ufstieg
und

N
iedergang

der
klösterlichen

G
em

einschaft .

Z
ürich

1996,
146.

（
３
）

‘u
t

o
rd

o
M

o
n

asticu
s

ib
i

secu
n

d
u

m
in

stitu
tio

n
em

C
lu

n
iacen

sem
sem

p
er

fu
tu

ris
tem

p
o

rib
u

s
in

v
io

lab
iliter

o
b

serv
etu

r.’:
B

O
C

,
8

9
(C

lem
en

s
,

a
o

1
1

8
8

).
cf.

B
O

C
,

95(C
elestinus

,
a

o
1191),

97(Innocentius
,

a
o

1203).

（
４
）

‘P
riores

et
O

bedientiarii
C

luniacensium
fratrum

…
possessiones

E
cclesiarum

suarum
contra

institutionem
C

luniacensis
ordinis

illicite
distrahunt,’:

B
O

C
,

100(Innocentius
a

o
1204).

（
５
）

B
O

C
,

103(Innocentius
a

o
1214).

（
６
）
関
口
武
彦
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
免
属
特
権
」『
山
形
大
学
紀
要
・
人
文
科
学
』
第
十
三
巻

第
二
号
（
一
九
九
五
年
）
一
二
七
ー
四
九
頁
。

（
７
）
同
「
万
霊
節
の
設
定
と
そ
の
歴
史
的
意
義
」『
歴
史
学
研
究
』
第
六
六
八
号
（
一
九
九

五
年
）
一
六
ー
三
一
頁
。

（
８
）
同
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
改
革
運
動
」『
中
世
史
講
座
　
八
・
中
世
の
宗
教
と
学
問
』
学
生
社

二
五

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口

（
13
）

（
14
）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ
Ⅸ

Ⅲ



（
一
九
九
三
年
）
二
九
四
ー
三
〇
八
頁
。

（
９
）

B
O

C
,

3
2

(a
o

1
1

0
0

).
p

rio
ratu

s

は
大
修
道
院
（ab

b
atia

）
に
た
い
し
て
は
小
修
道

院
で
あ
る
が
、
小
修
道
院
の
訳
語
は
必
ず
し
も
つ
ね
に
正
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

大
修
道
院
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
修
道
士
を
抱
え
て
い
たprioratus

が
少
な
く
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ば
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
五
娘
院
な
ど
）。
母
子
関
係
を
重
視
す
る

な
ら
ば
、
む
し
ろ
支
院
（
子
院
）
の
訳
語
を
あ
て
る
方
が
よ
い
場
合
も
あ
る
。prior

は
そ
の
上
長
で
あ
り
、
小
修
道
院
長
、
修
院
長
、
支
院
長
、
副
院
長
の
訳
語
を
あ
て

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
こ
れ
ら
の
訳
語
を
文
脈
に
応
じ
て
か
な
り
自

由
に
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
本
院

に
はprior

は
二
人
い
た
。prior

m
ajor

は
院
長
代
行
（vice

dom
ini

abbatis

）
で

あ
り
、prior

claustralis

は
、
修
道
院
の
風
紀
を
監
視
す
る
役
を
担
っ
た
副
院
長

（prior
secundus

）
で
あ
る
。cf.

G
.de

V
alous,

L
e

m
onachism

e
clunisien

des

origines
au

X
V

esiècle.
T

om
e

,
P

aris
21970(1935)

114-22.

（
10
）

D
.W

.P
oeck,“A

bbild
oder

V
erband:C

luny
und

seine
K

löster”,in
:G

.C
onstable,

G
.M

elville,
J.O

berste(H
rsg.),

D
ie

C
luniazenser

in
ihrem

politisch-sozialen

U
m

feld.
M
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。
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一
　
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
反
動
　

修
道
院
長
が
制
定
し
た
規
則
（S

tatu
tu

m

）
は
オ
デ
ィ
ロ
ン
期
に
遡
る
。
万
霊

節
の
設
定
に
関
す
る
布
告
が
そ
れ
で
あ
る
。
ユ
ー
グ
一
世
、
ポ
ン
ス
も
制
定
規
則

を
公
布
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
周
年
記
念
　
と
貧
者
給
養
に
関
す
る
も
の

で
あ
っ
た（

１
）

。
第
九
代
修
道
院
長
ピ
エ
ー
ル
は
七
十
六
条
か
ら
な
る
改
革
規
則
を
制

定
し
た
（
一
一
四
六
ー
四
七
年
）。
そ
の
三
分
の
一
は
典
礼
に
関
係
し
て
お
り
、
ピ

エ
ー
ル
の
改
革
が
な
に
よ
り
も
典
礼
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る（

２
）

。
修
道

会
の
制
度
・
組
織
改
革
に
取
組
ん
だ
最
初
の
修
道
院
長
は
ユ
ー
グ
五
世
で
あ
り
、

彼
は
二
度
に
わ
た
っ
て
改
革
規
則
を
制
定
し
た（

３
）

。
修
道
会
の
組
織
化
に
強
い
関
心

を
寄
せ
て
い
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
の
要
請
を
受
け
て
の
改
革
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

４
）

。

プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
家
の
出
身
で
、
レ
デ
ィ
ン
グ
修
道
院
長
を
歴
任
し
た
ユ
ー

グ
は
、
即
位
の
翌
年
に
六
十
二
条
か
ら
な
る
改
革
規
則
を
制
定
し
た
（
一
二
〇
〇
・

一
〇
・
二
九
）。
こ
れ
は
以
後
の
制
度
・
組
織
改
革
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
も
の
で

あ
り
、
歴
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る（

５
）

。
一
一
三
二
年
の
最
初
の
総
会
以
来
、

稀
に
し
か
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
修
道
会
総
会
が
年
一
回
の
定
例
集
会
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
、
四
旬
節
第
二
主
日
が
そ
の
開
会
日
と
決
っ
た
。（
第
五
十
八
、
五
十

九
条
）。
各
管
区
（provincia

）
に
は
、
一
、
二
名
の
管
区
長
（cam

erarius

）
が

任
命
さ
れ
、
彼
は
総
会
決
議
を
実
施
し
、
管
区
内
修
道
院
を
巡
察
し
て
修
道
生
活
・

財
政
状
態
を
調
査
し
、
次
回
総
会
ま
で
に
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
を
負
っ
た

（
第
五
十
六
条
）。
ク
リ
ュ
ニ
ー
本
院
も
ま
た
査
察
（inquisitio

）
を
受
け
た
。
年

一
回
、
聖
ペ
ト
ロ
・
聖
パ
ウ
ロ
の
祝
日
の
八
日
間
に
、
大
修
道
院
長
、
小
修
道
院
長

各
二
名
か
ら
構
成
さ
れ
る
四
名
の
査
察
団
が
本
院
の
物
的
・
精
神
的
状
態
に
つ
い
て

調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
一
条
）。
総
会
で
指
名
さ
れ
た
判
事
（diffinitores

）

は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
よ
る
修
院
長
解
任
が
正
当
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
ど
う

か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
四
十
条
）。
全
般
的
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長

の
権
限
の
縮
小
と
合
議
制
へ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
修
道
院
の
財
政
、
修
道
士

の
モ
ラ
ル
へ
の
配
慮
は
随
所
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
修
道
院
長
が
旅
行
す
る
際

の
同
行
馬
の
頭
数
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
は
十
六
頭
、
ラ
・
シ
ャ
リ
テ
・
ス
ュ
ル
・

ロ
ワ
ー
ル
院
長
は
八
〜
九
頭
、
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
・
シ
ャ
ン
院
長
は
六
〜
七

頭
、
規
模
の
大
き
い
従
属
院
の
院
長
は
三
〜
四
頭
、
そ
の
他
の
院
長
は
二
頭
に
制

限
し
た
。
頭
数
の
増
加
は
虚
栄
心
を
生
み
だ
す
の
み
か
訪
問
先
の
修
道
院
に
と
っ
て

経
済
的
な
負
担
に
な
る
か
ら
で
あ
る
《dom

us
gravantur

et
vanitas

enutritur

》

（
第
四
十
四
条
）。
向
こ
う
三
年
間
修
練
士
の
採
用
を
と
り
止
め
た
の
は
（
第
八
条
）、

修
道
士
数
が
修
道
院
の
扶
養
能
力
の
限
界
を
越
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
奉
献
児
童
の
受
入
れ
は
禁
止
さ
れ
、
入
院
は
原
則
と
し
て
二
十
才
以
上
の

者
に
限
ら
れ
た
（
第
六
条
）。「

務
に
適
し
、
修
道
士
の
負
担
に
な
ら
な
い
者
や
修

道
院
に
有
用
な
者
だ
け
を
修
道
士
と
し
て
受
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い（

６
）

」（
第
四
条
）。
修

道
院
で
死
を
迎
え
る
た
め
の
「
救
済
の
一
助
と
し
て
の
回
心
」《ad

succurendum

》

二
七

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口



イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
召
集
し
た
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
は
、
修
道
会

の
歴
史
上
刮
目
す
べ
き
カ
ノ
ン
を
制
定
し
た
。
第
十
二
条
は
、
各
王
国
な
い
し
州

に
お
い
て
三
年
毎
に
修
道
会
総
会
が
開
催
さ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
総

会
に
は
四
名
の
シ
ト
ー
会
士
が
「
適
切
な
助
言
と
援
助
」《consilium

et
auxilium

opportunum

》
を
与
え
る
た
め
に
出
席
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
総
会
決
議
は
彼
ら

の
賛
同
《approbatio

》
を
得
て
効
力
を
も
つ
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
総
会
は
巡
察

使
《visitatores

》
を
任
命
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
派
遣
先
の
修
道
院
長
の

解
任
を
望
ま
し
い
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
当
該
院
長
を
教
区
司
教
に
告
発
で
き

る
が
、
司
教
が
解
任
に
同
意
し
な
い
場
合
に
は
、
使
徒
座
に
上
訴
す
る
権
利
が
巡

察
使
に
認
め
ら
れ
た
。
第
十
三
条
で
は
、
あ
ら
た
な
修
道
会
の
設
立
が
禁
止
さ
れ

た
。
た
と
い
新
設
が
認
め
ら
れ
て
も
、
当
修
道
会
は
す
で
に
認
可
さ
れ
て
い
る
修

道
会
の
「
戒
律
と
掟
則
」《reg

u
la

et
in

stitu
tio

》
を
受
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
修
道
会
に
た
い
す
る
教
皇
権
の
積
極
的
な
干
渉
が
始
ま
る
の
は
当
公
会
議
か

ら
で
あ
る
。

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
の
念
頭
に
は
修
道
会
の
モ
デ
ル
と
し
て
シ
ト
ー
会

が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
点
は
以
後
の
教
皇
に
も
受
継
が
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ユ
ー
グ
五
世
の
改
革
規
則
や
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
カ
ノ
ン
に

よ
っ
て
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
運
営
が
立
ち
所
に
改
善
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
従
属
院
長
の
定
例
総
会
出
席
は
相
変
ら
ず
低
調
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九

世
は
シ
ト
ー
会
の
修
道
院
長
に
、
サ
ン
ス
、
ボ
ル
ド
ー
、
ブ
ル
ジ
ュ
各
管
区
所
属

は
女
性
に
た
い
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
第
九
条
）。
ま
た
「
貴
族
や
有
用
な
人

物
、
農
業
労
働
に
適
し
か
つ
必
要
な
助
修
士（

７
）

」
も
特
別
に
そ
の
入
院
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
（
第
五
条
）。
修
道
院
に
入
る
と
き
に
「
金
銭
や
闇
取
引
」《pecunia

vel
pactio

》
が
介
在
し
て
は
な
ら
な
い
が
、「
志
願
者
が
自
発
的
に
何
か
を
提
供

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
彼
の
真
心
が
拒
否
さ
れ
る
理
由
は
な
い（

８
）

」（
第
三

条
）。ユ

ー
グ
五
世
は
五
年
後
に
、
全
文
二
十
七
条
の
補
充
規
則
（
一
二
〇
五
ー
〇
六
）

を
制
定
し
た
。
そ
の
第
一
条
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
の
責
務
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
彼
の
第
一
の
務
め
は
「
善
き
司
牧
者
」《bonus

pastor

》
た
る
こ
と
に
あ

り
、
彼
は
食
堂
、
寝
室
に
お
い
て
修
道
士
と
共
同
生
活
に
与
る
よ
う
に
努
め
る
べ

き
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
は
内
外
の
問
題
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
「
十

二
名
の
聡
明
な
修
道
士
」《duodecim

sapientes
fratres

》
か
ら
な
る
助
言
者
グ

ル
ー
プ
の
意
見
に
耳
を
か
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
修
練
士
の
受
入
れ
禁
止
は
向

こ
う
五
年
間
に
延
長
さ
れ
た
（
第
三
条
）。
ま
た
外
国
管
区
（
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ

イ
ン
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
）
の
修
院
長
に
は
隔
年
の
総
会
出
席
が
認
め
ら
れ
た
（
第

二
十
六
条
）。
定
例
の
母
院
査
察
の
た
め
に
「
四
名
の
分
別
あ
る
適
格
な
人
物
」

《quatuor
discrete

et
idonee

persone

》
の
選
出
が
規
定
さ
れ
た
が
（
第
二
条
）、

注
目
す
べ
き
は
「
修
道
会
総
会
で
任
命
さ
れ
た
我
々
判
事
一
同
が
こ
れ
を
制
定
す

る（
９
）

」
と
同
条
が
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
に
も
ま
た
合
議
制
へ
の
傾
向
を
看
取

で
き
よ
う
。
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ら
れ
た
。
毎
年
総
会
で
選
出
さ
れ
る
巡
察
使
は
各
管
区
に
二
名
ず
つ
派
遣
さ
れ
、

次
回
総
会
ま
で
に
報
告
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
判
事
の
地

位
は
一
段
と
そ
の
重
要
性
を
増
し
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
が
解
決
で
き
な
い

修
道
会
内
の
訴
訟
は
、
総
会
に
お
い
て
判
事
の
審
理
と
裁
定
に
委
ね
ら
れ
、
判
事

団
は
修
道
会
の
最
高
司
法
機
関
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

最
古
の
巡
察
報
告
は
一
二
三
四
年
に
遡
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
宛
に
総
会
欠
席
届

が
送
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
グ
レ
ゴ

リ
ウ
ス
九
世
の
改
革
教
令
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

修
道
会
の
運
営
が
軌
道
に
乗
る
と
思
わ
れ
た
矢
先
に
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ポ
ン

ト
ワ
ー
ズ
（
在
位
一
二
四
四
ー
五
七
）
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
に
就
任
し
た
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
の
孫
で
あ
り
、
現
国
王
ル
イ
九
世
の
従
兄
弟
に
あ

た
る
ギ
ヨ
ー
ム
は
若
く
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
に
な
り
、
ラ
・
シ
ャ
リ
テ
・
ス

ュ
ル
・
ロ
ワ
ー
ル
修
院
長
を
経
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
に
迎
え
ら
れ
た
。
派
手

好
み
で
豪
奢
な
生
活
を
愛
し
た
彼
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
貴
顕
の
社
交
場
に
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
た
。
リ
ヨ
ン
公
会
議
終
了
直
後
に
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
と

ル
イ
九
世
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
会
見
し
、
シ
ャ
ル
ル
・
ダ
ン
ジ
ュ
ー
と
プ
ロ
ヴ
ァ
ン

ス
伯
の
娘
ベ
ア
ト
リ
ク
ス
の
婚
約
が
合
意
さ
れ
た
（
一
二
四
五
年
）。
翌
年
の
復

活
祭
に
両
者
は
再
び
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
相
ま
み
え
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
愛
し
た
ル
イ

九
世
は
、
十
字
軍
出
立
前
に
母
后
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
ド
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ユ
と
連
れ
立

の
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
の
総
会
出
席
を
促
す
よ
う
に
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
る
（
一

二
二
九
年
）。
つ
い
で
同
教
皇
は
一
二
三
一
年
七
月
に
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
に

改
革
教
令
を
交
付
し
た
。
し
か
し
本
勅
書
は
シ
ト
ー
会
士
に
大
き
な
権
限
を
委
ね

た
た
め
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
の
反
発
が
強
く
、
結
局
教
皇
は
こ
れ
を
撤
回
し
て
、

一
年
半
後
に
改
め
て
改
革
教
令
を
交
付
し
た
（
一
二
三
三
・
一
）。
ク
リ
ュ
ニ
ー

は
今
や
教
会
に
と
っ
て
一
つ
の
躓
き
《scan

d
alu

m

》
で
あ
り
、
そ
の
「
歪
ん

だ
紀
律
を
改
革
し
、
崩
壊
を
く
い
と
め
る
こ
と
を
願
っ
て
」
改
革
教
令
を
制
定

す
る
と
教
皇
は
述
べ
て
い
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
も
ま
た
修
道
会
運
営
の
手

本
と
し
て
シ
ト
ー
会
を
考
え
て
い
た
。
教
令
中
に
は
「
シ
ト
ー
会
の
慣
習
に
倣

っ
て
」《ju

x
ta

C
istercien

sem
co

n
su

etu
d

in
em
》「
シ
ト
ー
会
の
流
儀
で
」

《m
o

re
C

isterciensis
O

rdinis

》「
シ
ト
ー
会
の
慣
習
に
従
っ
て
」《secundum

C
isterciensis

O
rdinis

consuetudinem

》
と
い
っ
た
表
現
が
繰
返
し
現
れ
る
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
の
プ
ラ
イ
ド
に
配
慮
し
て
、
彼
ら
と
は
直
接
競
合
関
係
に
な
い

カ
ル
ト
ジ
オ
会
の
三
名
の
修
院
長
《tres

priores
C

artusiensis
O

rdinis
》
が
修

道
会
総
会
に
顧
問
と
し
て
出
席
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
個
々
の
規
定
の
多
く

は
ユ
ー
グ
五
世
の
改
革
規
則
か
ら
借
用
さ
れ
て
お
り
、
改
革
勅
書
に
よ
っ
て
ユ
ー

グ
の
制
定
規
則
の
大
部
分
が
追
認
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
母

院
を
査
察
す
る
四
名
の
巡
察
使
に
院
長
の
解
任
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
だ
。

院
長
が
辞
任
を
拒
否
し
た
と
き
に
は
、
判
事
は
当
件
を
聖
座
に
上
訴
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
管
区
の
巡
察
権
は
管
区
長
か
ら
取
上
げ
ら
れ
て
新
設
の
巡
察
使
に
委
ね

二
九

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口

（
12
）

（
13
）

（
14
）



う
こ
と
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
は
修
院
長
の
懲
戒
権
・
追
放
権
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
、
修
院
長
・
修
道
士
は
あ
ら
か
じ
め
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
と
協
議
す
る
こ
と
な
し

に
は
訴
訟
を
お
こ
せ
な
い
こ
と
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
は
こ
れ
ま
で
通
り
修
院
長
の

自
由
任
免
権
を
所
有
す
る
こ
と
、
修
道
会
内
で
発
生
し
た
訴
訟
は
す
べ
て
ク
リ
ュ

ニ
ー
院
長
と
判
事
の
面
前
で
裁
決
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
上
に
、

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
改
革
勅
書
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
で
不
評
で
あ
る
と
の
理

由
か
ら
、
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
四
世
は
ギ
ヨ
ー
ム
に
そ
の
適
用
免
除
の
特
権
を
与

え
た
。「
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
の
本
質
に
由
来
し
な
い
」《d

e
su

b
stan

tia

R
egulae

non
existunt

》
規
約
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
が
免
除
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

た
と
い
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
が
そ
の
規
約
に
違
反
し
て
も
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
教
皇
の
一
連
の
改
革
は
こ
こ
に
至
っ
て
失
効
し
た
と
い
え
よ

う
。ギ

ヨ
ー
ム
三
世
は
、
在
位
な
か
ば
で
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
を
辞
め
、
ギ
リ
シ
ア
の

オ
レ
ノ
ス
司
教
に
な
っ
て
転
出
し
た
。
異
国
趣
味
も
あ
ろ
う
が
、
彼
の
気
紛
れ
が

な
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う
。
ギ
ヨ
ー
ム
は
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
多
大
な
負
債
を

修
道
会
に
残
し
た
。
彼
の
あ
と
を
継
い
だ
五
名
の
修
道
院
長
は
す
べ
て
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
の
出
身
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
一
人
、
イ
ヴ
二
世
（
在
位
一
二
七
五
ー
八
九
）

は
、
一
二
七
六
年
に
全
文
十
八
条
か
ら
な
る
改
革
規
則
を
制
定
し
た
が
、
こ
こ
に

は
制
度
・
組
織
改
革
へ
の
言
及
は
も
は
や
み
ら
れ
な
い
。
彼
は
そ
の
第
一
条
で
、

修
道
会
に
お
い
て
効
力
を
も
つ
法
源
を
三
つ
あ
げ
て
い
る
。
聖
な
る
父
祖
（
ユ
ー

っ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
三
度
目
の
訪
問
を
し
た
（
一
二
四
八
年
）。
ギ
ヨ
ー
ム
は
王

家
の
威
光
を
背
に
教
皇
と
の
友
誼
を
深
め
、
教
皇
特
許
状
を
入
手
し
て
院
長
権
限

の
強
化
を
は
か
っ
た
。
彼
の
十
三
年
に
及
ぶ
在
任
期
に
は
、
院
長
の
専
権
が
増
大

し
、
改
革
規
則
や
改
革
教
書
は
そ
の
効
力
を
殆
ど
喪
失
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
訪
問
の
直
後
に
、
ギ
ヨ
ー
ム
は
教

皇
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
お
い
て
毎
日
同
教
皇
の
た
め
に
ミ

サ
を
捧
げ
百
名
の
貧
者
給
養
を
義
務
づ
け
た
こ
と
、
ま
た
教
皇
の
死
後
に
も
周
年

記
念
　
と
貧
者
給
養
を
引
続
き
行
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
イ

ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
は
、
従
属
院
長
が
終
生
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
服
従
の
義

務
を
負
い
《usque

ad
m

ortem
obedientiam

m
anualem

》
彼
か
ら
祝
福
を
受

取
る
こ
と
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
は
従
属
院
長
を
自
由
に
任
免
し
う
る
こ
と
を
確
認

し
た
。「
民
衆
は
一
人
の
指
導
者
の
も
と
で
繁
栄
を
享
受
し
、
複
数
の
指
導
者
の

も
と
で
は
衰
退
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
か
ら
」
と
教
皇
は
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

同
教
皇
は
ギ
ヨ
ー
ム
に
た
い
し
て
、
年
サ
ン
ス
の
納
付
を
怠
り
、
債
務
を
返
済
し

な
い
修
院
長
を
召
喚
し
て
役
職
か
ら
追
放
す
る
権
利
を
認
め
た
。
死
の
直
前
に
は

ギ
ヨ
ー
ム
を
教
皇
公
証
人
（notarius

apostolicus

）
に
任
命
し
た
。
歴
史
の
歯

車
は
逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
次
代
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
四
世
と
ギ
ヨ
ー
ム
三
世
の

関
係
も
良
好
で
あ
っ
た
。
教
皇
は
十
六
通
の
文
書
を
発
給
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
特

権
を
確
認
し
た
が
、
こ
の
中
に
は
ギ
ヨ
ー
ム
個
人
の
権
限
強
化
に
言
及
し
た
も
の

が
少
な
く
な
い
。
修
院
長
・
修
道
士
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
の
み
服
従
誓
約
を
行

三
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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（
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グ
一
世
ま
で
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
）
が
定
め
た
規
則
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の

戒
律
、
そ
し
て
修
道
会
総
会
の
制
定
規
則
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
四
十
三
年

前
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
に
交
付
し
た
改
革
教
令
に
つ
い

て
の
言
及
は
な
い
。
全
般
的
に
違
反
者
に
た
い
す
る
制
裁
規
定
が
増
加
し
て
い
る

の
も
一
つ
の
特
徴
を
な
し
て
お
り
、
こ
れ
は
修
道
会
士
の
あ
い
だ
に
犯
罪
や
違
反

行
為
（
暴
力
、
陰
謀
、
反
抗
、
シ
モ
ニ
ア
）
が
増
大
し
て
い
た
事
実
を
裏
書
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。
注
目
す
べ
き
は
第
十
三
条
で
あ
る
。
修
院
長
及
び
修
道
士

が
外
部
の
聖
職
者
や
俗
人
に
修
道
会
財
産
を
委
託
管
理
す
る
こ
と
《deposita

de

b
o

n
is

O
rd

in
is

n
o

stri

》
を
厳
禁
し
た
規
定
で
あ
る
。
ギ
ヨ
ー
ム
三
世
の
と
き
に

こ
う
し
た
事
例
が
急
増
し
た
の
で
あ
り
、
本
条
文
は
そ
れ
に
た
い
す
る
規
制
の
強

化
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
半
年
前
に
遡
る
財
産
の
委
託
行
為
は
無
効
で
あ
り
、
委

託
者
は
破
門
に
処
せ
ら
れ
た
。
死
の
ま
ぎ
わ
に
罪
が
発
覚
し
た
場
合
に
は
、
彼
の

遺
骸
は
修
道
院
墓
地
へ
の
埋
葬
を
拒
否
さ
れ
る
が
、「
埋
葬
後
に
彼
の
罪
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
遺
体
と
骨
は
掘
り
出
さ
れ
て
共
同
墓
地
の
外
に
投

げ
棄
て
ら
れ
る
」
と
警
告
が
発
せ
ら
れ
た
。
修
道
院
及
び
そ
の
所
領
が
修
道
士
以

外
の
者
に
ベ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
譲
渡
さ
れ
、
貸
与
さ
れ
、
請
負
い
に
だ
さ
れ
る
こ

と
は
、
す
で
に
ユ
ー
グ
五
世
の
補
充
規
則
が
こ
れ
を
禁
止
し
て
い
た
（
第
二
十
一

条
）。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
改
革
教
令
も
ま
た
修
院
長
の
ポ
ス
ト
が
、
修
道
会

の
司
祭
修
道
士
以
外
の
者
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。
こ
の
禁
令
を
事

実
上
解
禁
し
た
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
ギ
ヨ
ー
ム
三
世
で
あ
っ
た
。
多
額
の
出
費
と
債

務
を
カ
バ
ー
す
べ
く
、
彼
は
少
な
か
ら
ぬ
支
院
を
第
三
者
に
委
ね
た
か
ら
で
あ
る
。

ギ
ヨ
ー
ム
三
世
の
辞
任
直
後
に
召
集
さ
れ
た
修
道
会
総
会
は
、
彼
が
ラ
ン
グ
ル
司

教
の
兄
弟
で
あ
る
大
助
祭
に
一
時
的
に
譲
渡
し
た
二
つ
の
支
院
（
ト
ロ
ワ
教
区
の

マ
ル
ジ
ェ
と
モ
ン
テ
ィ
レ
の
二
院
）
の
回
収
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
大
助
祭
と
彼
の
一
族
の
権
勢
の
ゆ
え
で
あ
る
」。

一
二
六
〇
年
の
修
道
会
総
会
の
判
決
の
一
つ
は
、
第
三
者
と
の
間
の
用
益
権
貸
借

契
約
の
取
消
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
貸
与
さ
れ
た
修
道
院
と
そ
の
付
属
所
領

の
悲
惨
な
状
況
を
伝
え
て
い
る
。「
リ
ヨ
ン
管
区
に
は
、
修
道
院
長
ギ
ヨ
ー
ム
の

同
意
に
よ
っ
て
俗
人
が
保
有
し
、
宗
教
面
で
荒
廃
し
て
い
る
多
数
の
修
道
院
が
あ

る
。
建
物
は
崩
壊
し
、
領
地
は
荒
れ
は
て
て
分
散
し
て
い
る
。
他
の
物
的
側
面
に

つ
い
て
も
管
理
は
最
悪
の
状
態
に
あ
る
」
と
。
ギ
ヨ
ー
ム
三
世
の
反
動
的
な
修
道

会
統
治
と
そ
の
負
の
遺
産
に
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
た
の
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
修

院
長
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
の
専
断
と
権
限
の
強
化
に
対
抗
す

る
た
め
に
拠
り
所
と
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
改
革
教
書
で
あ

っ
た
。
ギ
ヨ
ー
ム
三
世
を
継
い
だ
イ
ヴ
一
世
、
イ
ヴ
二
世
の
在
位
期
（
一
二
五
七

ー
八
九
）
に
、
修
院
長
た
ち
は
権
利
回
復
の
た
め
の
熾
烈
な
闘
い
を
繰
広
げ
た
の

で
あ
る
。
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n
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e
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e
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d
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.
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d
e

l'O
rd

re
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rchivum
H

istoriae
P

ontificiae
26(1988)

71-

118;
F

.C
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b
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rste
,

“
U

t
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o
m
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ru

m
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c
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habeatur …
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C
luniazensischer

R
eform

alltag
und
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inistratives

S
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14.
Jahrhundert”,

A
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für
K

ulturgeschichte
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“C

o
n

tra
p

relato
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q
u

i
g
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an

t
lo
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p
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n
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o
rd

in
is.

B
ischöfe

und
C

luniazenser
im

Z
eitalter
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K

risen
und

R
eform

en(12./13.

Jah
rh

u
n

d
ert)”,in

:
G

.C
o

n
stab

le,
G

.M
elv

ille,
J.O

b
erste(H

rsg
.),

“ D
ie

C
luniazenser …

,
349-92.;

F
.N

eiske,
“D

as
V

erhältnis
C

lunys
zum

P
apsttum

”,

in:
ibid.,279-320.

（
６
）

‘ut
nonnisi

tales
recipiantur

in
m

onachos
qui

apti
sint

servitio
D

ei
et

non

onerosi
fratribus,

et
utiles

m
onasterio’:

SC
V

,
,

42.

（
７
）

‘nobilibus
et

utilibus
personis, …

illis
conversis,

qui
apti

et
necessarii

sint

ad
agriculturam

.’:
ibid.

（
８
）

‘S
ed

si
quis

sponte
quicquam

abtulerit,
non

respuatur
ejus

devotio’;
ibid.

（
９
）

‘nos
qui

sum
us

in
C

apitulo
generali

definitores
constituti,

statuim
us

ut
…

’

:
ibid.,55.

（
10
）

C
O

D
,

240-41.
cf.

R
.F

oreville,
L

atran
,

,
et

L
atran

.
P

aris
1965,

353-54.

（
11
）

Ibid.,
242.

cf.
ibid.,

354.

（
12
）

B
O

C
,

109.

（
13
）

F
.N

eiske,
“R

eform
oder

K
odifizierung

?
…

”,
81-94.;

B
O

C
,

110-11.
（
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）

‘cu
p
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d
efo
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m
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（
15
）

B
C

,
col.

1514.

（
16
）

B
O

C
,

1
1

6
-1

7
.

‘cu
m

p
o

p
u

lu
s

su
b

u
n

o
R

ecto
re

p
ro

sp
erare

co
n

su
ev

erit,
et

cadere
sub

diversis.’:
ibid.,117.

（
17
）

C
,

n
os

4921,
4924,

4926.

（
18
）

C
,

n
o

4967(note
1).

ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
四
世
も
ま
た
ギ
ヨ
ー
ム
を
教
皇
公
証
人
に
任

命
し
て
い
る
。cf.

B
O

C
,

124-25(a
o

1255).

（
19
）

C
,

n
os

4971-86,
spécialem

ent,
n

os
4972,

73,
82,

84,
85.

（
20
）

B
O

C
,

125.

（
21
）

SC
V

,
,

60-65.

（
22
）‘Q

u
o

d
si

p
o

st
sep

u
ltu

ram
ip

siu
s

in
n

o
ticiam

v
en

erit,
eju

s
co

rp
u

s
v

el
o

ssa

exhum
entur

et
projicientur

extra
cim

iterium
’(art.

13):
ibid.,64.

（
23
）

SC
V

,
,

240(a
o

1259).

（
24
）

‘propter
suam

potentiam
et

suorum
’:

ibid.

（
25
）

‘In
provincia

ista[sc.
L

ugdunensis]
sunt

m
ulte

dom
us

que
a

laicus
detinentur

ex
co

n
cessio

n
e

G
u

illerm
i

A
b

b
atis,

q
u

e
d

estru
u

n
tu

r
in

sp
iritu

alib
u

s
et

co
rru

u
n

t
ed

ificia
et

p
o

ssessio
n

es
d

estru
u

n
tu

r
et

d
istrah

u
n

tu
r

et
in

aliis

tem
poralibus

pessim
e

gubernantur.’:
SC

V
,

,
248(a

o
1260).

二
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
期
（
一
二
八
五
ー
一
三
一
四
）
の

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
と
対
立
し
た
修
院
長
の
な
か
で
も
六
名
（
う
ち
一
人
は

イ
ギ
リ
ス
管
区
に
所
属
）
は
と
く
に
強
硬
で
あ
っ
た（

１
）

。
彼
ら
は
修
道
会
の
運
営
改

善
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
再
三
要
求
し
た
の
み
か
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
改
革

勅
書
の
完
全
実
施
を
教
皇
に
請
願
し
た
。
イ
ヴ
二
世
が
こ
の
六
名
の
修
院
長
を
罷

免
し
た
た
め
に
、
彼
ら
は
ロ
ー
マ
に
上
訴
し
た
。
教
皇
ニ
コ
ラ
ウ
ス
四
世
は
当
該

争
訟
の
原
因
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
の
専
権
に
あ
り
と
認
定
し
、
院
長
が
修
院
長
の

そ
れ
ぞ
れ
に
た
い
し
て
百
二
十
リ
ー
ヴ
ル
の
賠
償
金
と
ロ
ー
マ
で
の
訴
訟
費
用
二

百
リ
ー
ヴ
ル
を
支
払
う
よ
う
に
命
令
し
た
（
一
二
八
九
・
八（

２
）

）。
半
月
後
に
教
皇

は
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
改
革
教
令
を
交
付
し
て
い
る
（
一
二
八
九
・
九
・
一
二（

３
）

）。
ニ

コ
ラ
ウ
ス
四
世
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
後
継
者
を
も
っ
て
任
じ
、
修
道
会
に
秩

序
を
も
た
ら
す
こ
と
を
お
の
れ
の
使
命
と
見
做
し
て
い
た
。
本
教
令
で
扱
わ
れ
て

い
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
教
皇
の
最
大
の
関
心
事
は
修
道
会
の
組
織
改
革
、

と
く
に
中
央
機
関
の
整
備
に
あ
っ
た
。
当
該
勅
書
に
よ
っ
て
、
判
事
団
の
地
位
と

権
限
が
明
確
に
定
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
教
皇
が
任
命
す
る
四
名
の
委
員
（
二

名
の
枢
機
卿
と
二
名
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
従
属
院
長
か
ら
な
る
）
は
、
次
回
総
会
に

お
い
て
十
五
名
の
判
事
を
指
名
す
る（

４
）

。
こ
の
十
五
名
は
、
総
会
終
了
前
に
同
数
の

後
継
判
事
を
指
名
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
と
他
の
総
会
出
席

三
三

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口

ⅠⅠ

Ⅰ



者
は
判
事
の
選
考
人
か
ら
除
か
れ
た
。
巡
察
使
の
任
命
も
判
事
団
の
権
限
事
項

で
あ
り
、
巡
察
使
は
も
っ
ぱ
ら
判
事
団
に
た
い
し
て
責
任
を
負
っ
た
。
判
事
団

（d
iffin

ito
riu

m

）
は
裁
判
権
に
加
え
て
立
法
権
を
も
所
有
し
、
彼
ら
の
決
定
は

制
令
《statu

ta
》
あ
る
い
は
一
般
決
議
《d

iffin
itio

n
es

g
en

erales

》
と
呼
ば
れ

た（
５
）

。
こ
れ
以
後
「
判
事
は
制
定
す
る
」《D

iffin
ito

res
o

rd
in

an
t

q
u

o
d

》「
判
事

は
決
定
す
る
」《D

iffin
ito

res
d

iffin
iu

n
t

q
u

o
d

》
の
定
詞
が
普
及
し
て
い
く
。

一
三
〇
一
年
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
ベ
ル
ト
ラ
ン
・
デ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
が
制
定
し

た
改
革
規
則
は
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
「
我
が
判
事
団
の
助
言
に
も
と
づ
い
て
」

《d
e

co
n

silio
d

iffin
ito

ru
m

n
o

stri
》
当
該
規
則
を
制
定
す
る
と
述
べ
て
い
る（

６
）

。

常
設
判
事
団
の
地
位
が
こ
こ
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
は
教
皇
の
干
渉
権
の
強
化
が
す
す
ん
だ
。
修
院
長
の
ポ
ス
ト
が
空
位
に

な
っ
て
六
ヶ
月
が
経
過
し
た
と
き
に
は
、
教
皇
み
ず
か
ら
そ
の
後
継
者
を
任
命
で

き
る
と
規
定
さ
れ
た
。
画
期
的
な
の
は
修
道
士
に
上
訴
権
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
だ
。

前
世
紀
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
以
来
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
の
懲
戒
権
は
自
明
の

こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
に
た
い
す
る
修
道
士
の
上
訴
は
禁
止
さ
れ
た（

７
）

。
第
三
ラ
テ
ラ

ノ
公
会
議
（
一
一
七
九
年
）
の
カ
ノ
ン
第
六
条
も
修
道
士
と
律
修
参
事
会
員
の
上

訴
を
禁
じ
て
い
る（

８
）

。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
宛
て
た

書
状
は
、
上
長
へ
の
服
従
を
最
重
要
の
徳
目
と
見
做
し
た
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

の
戒
律
』
と
修
道
会
の
掟
則
を
理
由
に
、
修
道
院
長
の
懲
罰
権
を
正
当
視
し
、

こ
れ
が
「
上
訴
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」《sublato

appellationis

obstaculo

》
と
述
べ
て
い
る（

９
）

。
改
革
教
令
を
制
定
し
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
も
修

道
士
の
上
訴
権
は
認
め
な
か
っ
た
し
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
四
世
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
四
世
は
修
道
院
長
の
横
暴
な
振
舞
い
と
そ
の
弊
害

に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
の
で
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。「
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院

長
は
、
修
道
会
、
大
修
道
院
、
小
修
道
院
の
利
益
の
た
め
に
正
当
な
理
由
が
あ
っ

て
上
訴
す
る
者
を
破
門
、
投
獄
、
拘
禁
し
て
は
な
ら
な
い
」。
教
皇
は
ク
リ
ュ
ニ

ー
院
長
の
懲
戒
権
の
濫
用
を
戒
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
修
道
士

が
「
些
細
な
理
由
に
よ
っ
て
」《p

ro
cau

sis
lev

ib
u

s

》
上
長
を
安
易
に
告
訴
す

る
こ
と
も
ま
た
禁
じ
て
い
る
。

ベ
ル
ト
ラ
ン
・
デ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
エ
は
「
追
加
規
則
」（
一
三
〇
七
ー
〇
八
）

の
な
か
で
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
に
お
け
る
修
道
院
長
・
役
職
者
の
階
級
序
列
を

詳
細
に
定
め
た
。
席
次
は
修
道
会
総
会
の
際
に
修
道
院
聖
堂
、
回
廊
、
集
会
室
、

食
堂
に
お
い
て
厳
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ク
リ
ュ
ニ
ー
院

長
を
中
心
に
し
て
、
一
方
の
側
に
は
四
名
の
大
修
道
院
長
（
モ
ワ
サ
ッ
ク
、
ボ
ー

ム
、
ル
ザ
、
テ
ィ
エ
の
院
長
）
が
、
他
方
の
側
に
も
四
名
の
大
修
道
院
長
（
フ
ィ

ジ
ャ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ィ
エ
ル
ヌ
フ
、
ボ
ー
リ
ュ
ー
、
モ
ザ
ッ
ク
の
院
長
）
が
こ
の

席
順
を
守
っ
て
席
を
占
め
る
。
八
名
の
大
修
道
院
長
の
隣
に
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
院

長
代
行
（prior

m
ajor

）
と
副
院
長
（prior

claustralis

）
が
着
席
す
る
。
こ
の

両
名
は
五
娘
院
（q

u
in

q
u

e
p

rio
ratu

s

）
の
院
長
よ
り
も
上
席
を
占
め
る
。
五
娘

院
の
院
長
の
あ
い
だ
に
も
序
列
が
あ
る
。
院
長
代
行
の
次
の
席
に
は
、
ラ
・
シ
ャ

三
四
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リ
テ
、
ス
ヴ
ィ
ニ
ー
各
修
院
長
が
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
副
院
長
の
隣
に
は
、
ル
ー
イ
ス
、

サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
・
シ
ャ
ン
、
ソ
ー
ク
シ
ラ
ン
ジ
ュ
各
修
院
長
が
席
を
占
め

る
。
席
次
は
母
院
以
外
の
修
道
院
に
役
職
者
が
滞
在
し
た
際
に
も
守
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
制
定
規
則
は
、
母
院
の
す
べ
て
の
役
職
者
、
五
娘
院
以
下
の
修
院
長
、

管
区
長
（cam

erarius
provinciarum

）、
巡
察
使
（visitator

）
を
は
じ
め
と
し

て
修
道
会
の
役
職
者
の
席
次
を
詳
細
に
定
め
た
。
形
式
的
に
み
る
な
ら
ば
、
ク
リ

ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
・
組
織
及
び
修
道
士
間
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
整
備
は
、
十

四
世
紀
初
頭
に
そ
の
完
成
の
域
に
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

司
教
区
の
組
織
が
整
い
、
司
教
が
教
区
の
司
牧
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

司
教
の
教
区
巡
察
や
教
会
会
議
へ
の
聖
職
者
の
招
致
を
め
ぐ
っ
て
修
道
院
の
利
害

と
衝
突
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
よ
う
。
十
三
世
紀
に
は
、
修
道
院
と
司
教
権
の
対

立
や
紛
争
が
各
地
で
頻
発
し
、
激
化
し
た
。
こ
れ
に
た
い
す
る
修
道
院
側
の
対
応

は
、
教
皇
に
上
訴
し
て
旧
来
の
特
権
を
再
確
認
し
て
も
ら
う
か
、
あ
る
い
は
司
教

の
執
拗
な
要
求
に
一
定
の
譲
歩
を
示
し
な
が
ら
協
定
に
漕
ぎ
着
け
る
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
っ
た
。
多
く
の
修
道
院
は
後
者
の
道
を
選
ん
だ
。
一
例
と
し
て
ス
ペ
イ
ン

管
区
の
ケ
ー
ス
を
取
上
げ
よ
う
。
管
区
長
の
ナ
ヘ
ラN

ajera

修
院
長
と
教
区
司
教

の
カ
ラ
オ
ッ
ラC

alah
o

rra

司
教
の
あ
い
だ
に
は
、
巡
察
・
接
待
費
用
を
め
ぐ
っ
て

長
年
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
が
、
一
二
二
三
年
に
ブ
ル
ゴ
ス
司
教
の
調
停
に
よ
っ

て
漸
く
両
者
の
あ
い
だ
に
協
定
が
結
ば
れ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

１
　
司
教
が
就
任
後
、
最
初
に
ナ
ヘ
ラ
修
道
院
を
訪
問
し
た
と
き
、
ま
た
司
教
が

聖
庁
あ
る
い
は
王
宮
か
ら
の
帰
途
に
同
院
に
立
寄
っ
た
と
き
に
は
、
修
道
士
は

「
威
儀
を
た
だ
し
た
行
列
を
組
ん
で
」《cu

m
so

llem
p

n
i

p
ro

cessio
n

e

》
司
教
を

迎
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
ナ
ヘ
ラ
修
道
院
は
司
教
に
た
い
し
て
年
一
回
、

接
待
費
用
《can

o
n

ica
p

o
rtio

》
を
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。
２
　
ナ
ヘ
ラ
修
道
院

傘
下
の
三
支
院
は
、
年
一
回
の
司
教
巡
察
の
際
に
は
、
接
待
費
《p

ro
cu

ratio

》

と
し
て
各
院
当
り
馬
匹
二
十
頭
分
の
秣
を
提
供
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
３
　
同
司

教
は
ナ
ヘ
ラ
修
道
院
傘
下
の
す
べ
て
の
支
院
か
ら
十
分
の
一
税
の
三
分
の
一
を
要

求
で
き
る
。
４
　
ナ
ヘ
ラ
修
道
院
傘
下
の
す
べ
て
の
修
道
院
・
教
会
に
係
属
す
る

在
俗
聖
職
者
は
、
同
司
教
の
裁
治
権
下
に
お
か
れ
る
。
明
ら
か
な
よ
う
に
修
道
院

は
司
教
権
に
た
い
し
て
大
幅
な
譲
歩
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
司
教
が
修
道
院
配

下
の
小
教
区
《parrochia

》
の
聖
職
者
を
掌
握
し
た
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

司
教
の
圧
力
が
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
様
子
を
、
一
二
四
五
年
の
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ

ィ
ウ
ス
四
世
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
宛
特
許
状
が
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ク
リ
ュ
ニ
ー

の
免
属
特
権
を
侵
犯
し
た
高
位
聖
職
者
に
た
い
す
る
警
告
で
も
あ
っ
た
。
修
道
士

を
強
制
的
に
教
会
会
議
に
動
員
し
、
修
道
院
長
の
許
可
な
し
に
修
道
院
で
ミ
サ
を

執
行
し
、
修
道
士
に
服
従
を
要
求
し
、
修
道
院
内
で
勝
手
に
裁
治
権
を
行
使
し
て

聖
務
禁
止
や
破
門
を
宣
告
す
る
司
教
が
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

管
区
で
は
、
一
二
二
三
年
の
協
定
締
結
後
に
も
修
道
院
と
司
教
の
あ
い
だ
に
い
ざ

こ
ざ
が
絶
え
な
か
っ
た
。
一
二
六
四
年
の
修
道
会
総
会
で
は
「
ス
ペ
イ
ン
の
高
位

三
五

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口

（
13
）

（
14
）

（
15
）



聖
職
者
の
悪
意
」《m

alitia
prelatorum

H
ispanorum

》
に
対
抗
す
る
た
め
に
、

ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
訴
訟
代
理
人
《p

ro
cu

rato
r

》
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
期
に
は
、
修
道
会
か
ら
離
反
し
て
司
教
権
に
服
属
す
る
修
道

院
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
と
く
に
遠
方
の
管
区
で
か
か
る
動
き
が
み
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
二
九
一
年
の
修
道
会
総
会
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
管
区
に
お
い

て
、
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
・
シ
ャ
ン
傘
下
の
二
つ
の
支
院
、
セ
ン
ト
・
ジ
ェ
ー

ム
ズ
と
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ブ
ル
が
エ
ク
セ
タ
ー
司
教
の
巡
察
を
う
け
い
れ
て
「
ク

リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
へ
の
従
属
か
ら
離
脱
し
」
、
同
司
教
に
「
手
に
よ
る
服
従
」

《m
anualem

obedientiam

》
を
行
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
三
〇

八
年
の
総
会
は
、
同
管
区
に
お
い
て
「
修
道
会
へ
の
服
従
か
ら
完
全
に
逃
れ
た
多

数
の
修
道
院
が
教
区
司
教
に
服
属
し
て
い
る
」
事
実
を
嘆
い
て
い
る
。
こ
う
し
た

動
き
は
も
ち
ろ
ん
大
陸
に
お
い
て
も
進
行
し
て
い
た
。
一
三
〇
〇
年
五
月
に
開
催

さ
れ
た
修
道
会
総
会
で
は
、
修
道
会
の
自
由
と
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
司
教
権
に

た
い
し
て
、
判
事
団
は
次
の
よ
う
に
現
状
を
総
括
し
た
。「
多
数
の
教
区
司
教
が

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
大
修
道
院
長
、
小
修
道
院
長
、
そ
し
て
他
の
メ
ン
バ
ー
を

人
的
に
も
物
的
に
も
様
々
な
方
法
で
苦
し
め
煩
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
修
道
会

の
承
認
さ
れ
た
自
由
と
権
利
と
慣
習
に
対
抗
し
、
彼
ら
か
ら
不
要
か
つ
不
当
な
接

待
費
を
要
求
あ
る
い
は
強
奪
し
、
出
席
す
る
義
務
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら

を
教
区
会
議
に
召
集
し
て
い
る
。
当
修
道
会
所
属
の
小
教
区
内
に
礼
拝
堂
を
建
て
、

ま
た
建
て
る
こ
と
を
認
可
し
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
が
所
有
す
る
教
会
や
礼
拝
堂
を

奪
い
、
あ
る
い
は
他
の
人
物
を
し
て
奪
わ
せ
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス

を
在
俗
聖
職
者
に
委
ね
て
い
る
。
さ
ら
に
特
権
を
無
視
し
て
当
修
道
会
の
修
道
士

や
助
修
士
を
召
喚
し
、
出
頭
を
拒
否
す
れ
ば
彼
ら
を
破
門
し
、
そ
の
上
当
修
道
会

の
他
の
権
利
と
自
由
を
奪
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
を
完
全
に
お

の
れ
に
服
従
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
ベ
ル

ト
ラ
ン
は
、
翌
年
に
制
定
し
た
「
改
革
規
則
」
第
九
十
三
条
に
お
い
て
、
各
管
区

に
訴
訟
代
理
人
《p

ro
cu

rato
r

》
の
設
置
を
義
務
づ
け
た
。
激
増
す
る
訴
訟
問
題

を
担
当
す
る
専
従
の
法
律
家
が
不
可
欠
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
期
に
は
、
修
道
会
に
と
っ
て
司
教
以
上
に
て
ご
わ
い
相
手
が

登
場
し
た
。
枢
機
卿
で
あ
る
。
枢
機
卿
に
よ
る
修
道
院
の
所
有
は
後
世
に
大
き
な

災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
が
、
修
道
会
総
会
で
も
そ
の
弊
害
が
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
た
。
枢
機
卿
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
従
属
院
を
保
有
す
る
ケ
ー
ス
が
資
料
で
最

初
に
言
及
さ
れ
る
の
は
一
二
九
〇
年
で
あ
る
。
オ
ス
テ
ィ
ア
の
司
教
枢
機
卿
が
保

有
す
る
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
教
区
の
二
つ
の
支
院
、
テ
ル
ネT

ern
ay

と
ア
ル
タ
スA

rtas

の
返
還
を
求
め
る
総
会
決
議
が
な
さ
れ
た
。
一
三
〇
一
年
の
修
道
会
総
会
で
は
、

ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
管
区
の
拠
点
修
道
院
ポ
ン
テ
ィ
ダP

o
n

tid
a

の
現
状
に
つ
い
て

懸
念
が
表
明
さ
れ
た
。
同
院
は
枢
機
卿
グ
リ
エ
ル
モ
・
デ
・
ベ
ル
ガ
モ
が
保
有
し

て
い
る
の
で
、
巡
察
使
は
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
そ
の
た
め
に
同
院
が
将
来
、

修
道
会
へ
の
従
属
か
ら
引
離
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
さ
れ
て
い
る
」。
一

三
六

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号
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三
一
〇
年
の
総
会
で
は
、
枢
機
卿
レ
モ
ン
・
ド
・
ゴ
リ
が
保
有
す
る
レ
・
ゾ
ー
マ

ド
修
道
院
（
ア
プ
ト
教
区
）
を
巡
察
使
が
訪
問
で
き
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。

修
院
長
は
枢
機
卿
だ
け
に
釈
明
の
義
務
が
あ
る
と
主
張
し
て
、
巡
察
使
の
来
院

を
拒
否
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
枢
機
卿
は
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
の
甥

に
あ
た
り
、
レ
・
ゾ
ー
マ
ド
以
外
に
も
グ
ラ
ザ
ッ
クG

razac

（
ル
・
ピ
ュ
イ
教

区
）、
ナ
ヘ
ラN

ajera

（
カ
ラ
オ
ッ
ラ
教
区
）
の
両
院
を
「
教
皇
の
同
意
を
得
て
」

《co
n

cessio
n

e
S

u
m

m
i

P
o

n
tificis

》
保
有
し
て
い
た
。
い
っ
た
ん
高
位
聖
職
者

に
ベ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
与
え
ら
れ
て
修
道
会
の
手
を
離
れ
た
支
院
は
、
こ
れ
を
取

戻
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
巡
察
使
の
立
入
り
も
難
し
か
っ
た
。
一
三
一
〇
年
か

ら
一
三
一
四
年
ま
で
の
定
例
総
会
に
お
い
て
、
前
述
の
レ
・
ゾ
ー
マ
ド
修
道
院
に

つ
い
て
の
報
告
が
み
ら
れ
る
。
一
三
一
〇
年
、
一
三
一
一
年
に
は
、
枢
機
卿
が
保

有
し
て
い
る
た
め
に
巡
察
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
三
一
二
年
に
は
枢
機
卿
の
甥

が
保
有
し
て
お
り
、
巡
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
一
三
一
三
年
に
は
あ
ら
た
に
レ

ク
ト
ゥ
ー
ル
司
教
が
保
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
に
も
巡
察
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。
翌
年
も
同
様
で
あ
っ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ユ
ー
グ
五
世
お
よ
び
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
は
、
ク
リ

ュ
ニ
ー
会
士
以
外
の
者
に
支
院
の
管
理
を
委
託
し
た
り
、
支
院
を
ベ
ネ
フ
ィ
ス
と

し
て
与
え
る
こ
と
を
固
く
禁
じ
た
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
四
世
も
ま
た
そ
の
改
革
勅
書
の

中
で
、
支
院
や
附
属
農
場
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
司
祭
修
道
士
以
外
の
者
に
委

ね
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
の
禁
令
を
公
然
と
無
視
し
て
、
お
の
れ
の
一

族
や
寵
臣
、
利
用
価
値
の
高
い
人
物
に
惜
し
げ
も
な
く
修
道
院
を
与
え
た
の
は
ボ

ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
で
あ
る
。
教
皇
が
甥
の
枢
機
卿
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
支
院
を

ベ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
与
え
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
一
二
九
五
年
に
は
、
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
院
長
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
選
出
確
認
の
対
価
と
し
て
、
長
年
教
皇
の
礼
拝
堂

付
司
祭
を
務
め
た
寵
臣
ア
ン
リ
・
ド
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
に
た
い
し
て
ト
ゥ
ー
ル
貨
五

百
リ
ー
ヴ
ル
の
定
期
金
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
利
己

的
動
機
と
無
定
見
ぶ
り
を
し
め
す
の
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
の
書
記
長
ピ
エ
ー

ル
・
フ
ロ
ッ
ト
の
息
子
ア
ル
ト
ー
・
フ
ロ
ッ
ト
へ
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
授
与
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
政
敵
コ
ロ
ン
ナ
家
と
の
戦
い
に
際
し
て
、
国
王
側
近
の
支
持
を
と
り
つ
け

る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
教
皇
は
ア
ル
ト
ー
の
た
め
に
実
入
り
の
い
い
支
院
の

一
つ
を
差
出
す
よ
う
に
ベ
ル
ト
ラ
ン
に
要
求
し
た
。
ア
ル
ト
ー
が
厚
か
ま
し
く
も

所
望
し
た
の
は
、
五
娘
院
の
一
つ
、
パ
リ
の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
・
シ
ャ
ン
で

あ
っ
た
。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
も
さ
す
が
に
こ
の
望
み
を
叶
え
て
や
る
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
が
、
ア
ル
ト
ー
が
他
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
で
満
足
す
る
ま
で
毎
年
千
五

百
リ
ー
ヴ
ル
の
定
期
金
の
支
払
い
を
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
命
じ
た
の
で
あ
る
。
も

は
や
年
齢
や
品
級
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
た
と
い
俗
人
で
あ
っ
て
も
修
道
院
を
保

有
で
き
る
こ
と
を
教
皇
み
ず
か
ら
そ
の
命
令
に
よ
っ
て
示
し
た
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
な
が
ら
政
治
的
状
況
が
変
化
す
れ
ば
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
態
度
も
一

変
す
る
。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
が
周
知
の
教
勅
「
ア
ウ
ス
ク
ル
タ
・
フ
ィ
リ
」

三
七

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口
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《A
u

scu
lta

fili

》（
一
三
〇
一
・
一
二
）
を
発
布
し
て
俗
権
に
た
い
す
る
教
権
の

優
位
を
改
め
て
主
張
す
る
と
、
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ロ
ッ
ト
は
す
か
さ
ず
に
せ
の
教
勅

「
デ
ウ
ム
・
テ
ィ
メ
」《D

eu
m

tim
e

》
を
流
布
さ
せ
て
こ
れ
に
対
抗
し
た
。
教
皇

と
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
関
係
は
緊
迫
し
た
。
半
年
後
に
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ロ
ッ
ト
が
ク

ル
ト
レ
で
戦
死
す
る
と
（
一
三
〇
二
・
七
）、
教
皇
は
フ
ロ
ッ
ト
一
族
と
の
関
係

を
断
ち
切
り
、
一
切
の
優
遇
措
置
を
撤
回
し
た
。
ア
ル
ト
ー
・
フ
ロ
ッ
ト
か
ら
ベ

ネ
フ
ィ
ス
を
取
上
げ
る
よ
う
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
要
求
し
、
彼
が
命
令
に
従
わ

な
い
と
き
に
は
院
長
解
任
も
あ
り
う
る
と
脅
し
て
い
る
。

修
道
会
の
財
政
に
と
っ
て
一
層
重
圧
的
だ
っ
た
の
は
教
皇
課
税
で
あ
る
。
シ
チ

リ
ア
や
聖
地
で
の
戦
い
、
コ
ロ
ン
ナ
家
と
の
抗
争
は
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
に
多

額
の
出
費
を
強
い
た
。
一
二
九
八
年
十
月
に
、
教
皇
は
フ
ラ
ン
ス
の
す
べ
て
の
高

位
聖
職
者
に
た
い
し
て
資
金
援
助
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
、
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
商
人
の
ス
ピ
ニ
家
か
ら
一
万
フ
ロ
ー
リ
ン
を
借
入
れ
て
教
皇
に
送
金
し

た
。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
父
の
費
用
を
負
担
し
、
父
の
蒙
っ
た
不
正
に
た
い

し
て
復
讐
す
る
紛
う
方
な
き
息
子
」
と
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
称
え
た
が
、
も
ち
ろ
ん
ク

リ
ュ
ニ
ー
は
単
独
で
こ
う
し
た
出
費
に
耐
え
ら
れ
る
わ
け
が
な
く
、
母
院
は
借
金

の
つ
け
を
支
院
に
ま
わ
し
た
の
で
あ
る
。
教
皇
の
財
政
支
援
要
請
は
そ
の
後
も
繰

返
し
続
い
た
。
た
と
え
ば
一
三
〇
一
年
の
総
会
の
主
要
な
議
題
は
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ

ィ
ウ
ス
の
新
た
な
援
助
金
要
請
に
た
い
し
て
如
何
に
対
処
す
る
か
で
あ
っ
た
。
総

会
は
結
局
こ
れ
に
応
ず
る
し
か
方
法
は
あ
る
ま
い
と
の
結
論
に
達
し
た
が
、
そ
こ

に
は
諦
め
の
情
が
に
じ
み
で
て
い
る
。「
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
利
益
の
た
め
で

あ
り
、
至
る
と
こ
ろ
で
他
の
教
団
も
そ
う
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
う
し
た
か
ら
で

あ
る
」
と
。
協
力
を
求
め
ら
れ
た
援
助
金
の
総
額
は
一
万
二
千
フ
ロ
ー
リ
ン
で
あ

っ
た
。
管
区
長
が
各
管
区
の
分
担
金
の
徴
収
に
責
任
を
負
う
こ
と
、
リ
ヨ
ン
管
区

に
つ
い
て
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
聖
具
室
係

サ

ク

リ

ス

タ

が
徴
収
責
任
者
に
な
る
こ
と
、
集
め
ら
れ

た
金
額
は
い
っ
た
ん
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
・
シ
ャ
ン
の
会
計
係
に
送
金
さ
れ
る

こ
と
が
取
決
め
ら
れ
た
。
総
会
は
最
後
に
次
の
決
議
を
し
て
い
る
。「
破
門
、
聖

職
停
止
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
教
皇
庁
へ
の
召
喚
を
回
避
し
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
八

月
一
日
ま
で
に
全
額
を
納
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス

八
世
の
治
世
は
修
道
院
政
策
の
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ベ
ネ
フ
ィ
ス
・
課
税

政
策
は
つ
づ
く
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
期
に
一
段
と
大
規
模
な
発
展
を
と
げ
る
の
で

あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
四
世
期
ま
で
続
い
た
改
革
を
め
ぐ
る
真
剣
な
議
論
も
、
ボ
ニ
フ

ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
の
登
場
に
よ
っ
て
事
実
上
終
熄
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
に
献
身
的
な
奉
仕
を
強
い
た
の
は
教
皇
権
だ
け
で
は
な
い
。

教
皇
権
に
よ
っ
て
陰
に
陽
に
支
持
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
王
権
も
同
様
で
あ
っ
た
。
一

二
三
九
年
に
マ
コ
ン
伯
領
を
買
収
し
た
ル
イ
九
世
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
イ
ヴ
一

世
に
保
護
特
許
状
を
交
付
し
「
ク
リ
ュ
ニ
ー
が
つ
ね
に
王
の
監
督
と
保
護
の
も
と

に
留
ま
る
」
こ
と
を
約
束
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
無
償
の
行
為
で
は
な
く
、
国

王
の
政
・
戦
略
に
資
金
面
で
協
力
す
る
こ
と
が
そ
の
条
件
で
あ
っ
た
。
一
二
九
四

年
十
月
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
は
、
対
イ
ギ
リ
ス
戦
争
に
備
え
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修

三
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道
会
か
ら
二
年
間
、
十
分
の
一
税
の
徴
収
を
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
「
王
国

の
防
衛
と
繁
栄
の
た
め
、
王
国
の
敵
対
者
を
駆
逐
す
る
た
め
」
で
あ
り
、
す
で
に

半
月
程
前
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
は
そ
の
徴
収
に
同
意
を
与
え
て
い
た
。
教
会
へ
の

課
税
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
三
、
第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
が
そ
の
原
則
を
定
め

て
い
る
。
第
三
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
カ
ノ
ン
第
十
九
条
は
、
都
市
当
局
が
教
会
に

課
税
し
、
賦
役
を
課
す
る
こ
と
を
原
則
的
に
禁
止
し
た
。
た
だ
し
司
教
と
聖
職

者
が
課
税
の
「
必
要
と
有
益
」《necessitatum

vel
utilitatem

》
を
認
め
、
か
つ

「
俗
人
の
資
力
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
」《u

b
i

laico
ru

m
n

o
n

su
p

p
etu

n
t

facu
ltates

》
と
判
断
し
た
場
合
に
は
「
強
制
な
し
に
」《ab

sq
u

e
co

actio
n

e

》

教
会
は
援
助
金
《su

b
sid

ia

》
を
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
四
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
の
カ
ノ
ン
第
四
十
六
条
も
大
体
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。

「
公
共
の
利
益
と
必
要
」《utilitates

vel
necessitates

》
が
予
想
さ
れ
、
俗
人
の

負
担
が
過
重
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
き
に
は
、
教
会
は
援
助
金
に
協
力
す
る

こ
と
も
あ
る
。
た
だ
し
「
ロ
ー
マ
教
皇
と
あ
ら
か
じ
め
協
議
す
べ
き
で
あ
る
」

《R
om

anum
prius

consulant
pontificum

》
と
い
う
一
項
が
あ
ら
た
に
追
加
さ

れ
た
。
つ
ま
り
教
会
に
た
い
す
る
課
税
に
は
、
前
も
っ
て
教
皇
の
同
意
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
公
共
の
利
益
と
必
要
」
は
、
つ
ね
に
拡
大
解
釈
の
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。
王
国
防
衛
に
必
要
な
戦
費
ひ
い
て
は
軍
事
費
一
般
ま
で
も
が

こ
れ
に
当
る
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
初
は
例
外
的
、
臨
時
的
に
課
さ
れ

た
タ
イ
ユ
は
や
が
て
常
態
化
し
、
規
則
的
に
な
る
。「
俗
人
は
謙
遜
に
、
恭
し
く
、

感
謝
の
念
を
も
っ
て
補
助
金
を
受
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
た
第
四
ラ
テ
ラ
ノ

公
会
議
の
規
定
も
い
つ
し
か
反
古
に
な
り
、
国
王
は
当
然
の
権
利
と
し
て
援
助
金

を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
人
教
皇
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
四
世
は
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
三
世
に
た
い
し
て
イ
ギ
リ
ス
王
と
戦
う
た
め
に
向
こ
う
三
年
間
十
分

の
一
税
の
徴
収
を
認
可
し
た
（
一
二
九
三
年
）。
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
期
に
な
る
と

援
助
金
と
し
て
の
十
分
の
一
税
の
徴
収
は
常
態
化
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
教
皇
は

一
貫
し
て
同
意
を
与
え
続
け
た
。
第
一
表
に
つ
い
て
我
々
は
以
下
の
三
点
を
確
認

三
九

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口 （

33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

第一表　フィリップ４世にたいする10分の１税の供与（1289－1312）

年　代 課税決定者 課　税　内　容 課税理由・目的

1289

1294

1296

1297

〃

1299

1301

1303

1304

〃

〃

1306

〃

1308

1312

〃

ニコラウス４世

フランスの高位聖職者

同　　上

ボニファティウス８世

フランスの高位聖職者

同　　上

ボニファティウス８世

ランス管区の高位聖職者

ナルボンヌ・リヨン・ブルジュ・トゥ
ール・オーシュ管区の高位聖職者

ベネディクトゥス11世

フランスの高位聖職者

クレメンス５世

ルアン管区の高位聖職者

クレメンス５世

同　　上

同　　上

３年間10分の１税

２年間10分の１税

同　　上

２年間10分の１税
アンナータ

２年間10分の１税

同　　上

10分の１税

２倍額10分の１税

同　　上

２年間10分の１税
アンナータ

半額10分の１税

10分の１税

同　　上

２年間10分の１税

10分の１税

６年間10分の１税

アラゴン戦争

イギリス戦争

同　　上

同　　上

同　　上

フランドル戦争

国王援助

フランドル戦争

同　　上
貨幣の品位回復

貨幣の品位回復

同　　上

同　　上

同　　上

同　　上

国王援助

パレスチナ十字軍

典拠：D.Riche, L'Ordre de Cluny à la fin du Moyen Âge, Saint-Étienne 

2000, p.466



す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
先
ず
歴
代
の
教
皇
、
王
国
な
い
し
大
司
教
管
区
の
高
位

聖
職
者
の
協
賛
に
よ
り
、
十
分
の
一
税
は
毎
年
規
則
的
に
徴
収
さ
れ
た
。
一
二
九

六
年
二
月
に
、
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
が
教
勅
「
ク
レ
リ
キ
ス
・
ラ
イ
コ
ス
」

《clericis
laico

s
》
を
発
布
し
て
教
皇
の
同
意
な
し
に
国
王
が
教
会
に
課
税
す
る

こ
と
を
禁
止
し
た
た
め
に
、
一
時
期
、
教
皇
と
国
王
と
の
あ
い
だ
に
緊
張
が
走
っ

た
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
国
王
課
税
に
全
く
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
二
十
四
年

間
に
賦
課
さ
れ
た
回
数
は
十
六
回
に
も
お
よ
び
、
三
十
一
年
半
分
の
十
分
の
一
税

が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
王
国
か
ら
徴
収
さ
れ
る
十
分
の
一
税
の
総
額
は
年
平
均
二

十
五
万
リ
ー
ヴ
ル
に
達
し
、
こ
れ
は
同
時
期
の
王
領
収
入
（
約
四
十
五
万
リ
ー
ヴ

ル
）
の
半
分
を
は
る
か
に
上
回
る
額
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
十
分
の
一
税
を
徴
収

す
る
目
的
は
い
う
ま
で
も
な
く
戦
費
の
調
達
に
あ
り
、
十
分
の
一
税
の
本
来
の
用

途
か
ら
は
完
全
に
逸
脱
し
て
い
た
。
四
回
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
、
三
回
は
フ
ラ

ン
ド
ル
と
の
戦
争
の
た
め
で
あ
る
。
十
分
の
一
税
に
加
え
て
時
折
ア
ン
ナ
ー
タ

（
初
年
度
納
付
税
）
が
課
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
教
皇
は
本
税
の
徴

収
を
王
権
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
王
権
は
た
び
か
さ
な
る
貨
幣
改
鋳
の

つ
け
を
教
会
に
ま
わ
し
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
は
度
々
貨
幣
の
悪
鋳
を
お
こ
な
っ

た
。
国
王
は
、
一
二
九
五
年
に
額
面
価
額
二
ド
ゥ
ニ
エ
の
ド
ゥ
ブ
ル
銅
貨
（
実
質

価
値
は
一
・
五
ド
ゥ
ニ
エ
）
を
大
量
に
発
行
し
、
ま
た
二
種
の
ド
ゥ
ニ
エ
銀
貨
の

交
換
レ
ー
ト
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
二
九
六
年
だ
け
で
国
庫
に
お
よ
そ

六
万
リ
ー
ヴ
ル
の
改
鋳
益
金
を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
財
政
資

金
捻
出
の
た
め
の
悪
貨
鋳
造
は
結
局
貨
幣
制
度
へ
の
信
頼
を
損
な
い
、
一
国
の
経

済
を
混
乱
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
三
〇
二
年
七
月
に
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
ク
ル

ト
レC

o
u

rtrai

の
戦
い
で
フ
ラ
ン
ド
ル
軍
に
惨
敗
を
喫
し
て
か
ら
は
、
鋳
貨
の
純

分
や
量
目
の
改
鋳
が
急
務
に
な
っ
た
。
一
三
〇
四
年
以
降
は
、
鋳
貨
の
品
位
回
復

の
た
め
に
し
ば
し
ば
十
分
の
一
税
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

援
助
金
の
要
請
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
の
死
後
も
続
い
た
。
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
、

大
シ
ス
マ
期
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
派
教
皇
は
国
王
課
税
へ
の
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
。
一
三
一
三
年
か
ら
一
三
五
六
年
に
至
る
四
十
三
年
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
が

王
国
か
ら
徴
収
し
た
十
分
の
一
税
は
三
十
九
年
分
に
達
し
た
。
し
か
し
大
シ
ス
マ

期
に
は
、
王
国
の
教
会
や
修
道
院
の
担
税
能
力
は
す
で
に
限
界
に
近
づ
き
つ
つ
あ

っ
た
。
ク
レ
メ
ン
ス
七
世
は
、
一
三
九
〇
年
に
半
額
十
分
の
一
税
の
徴
収
を
布
告

し
た
が
、
そ
の
際
に
徴
収
不
能
の
場
合
で
も
、
教
会
の
カ
リ
ス
、
書
物
、
装
飾
品

を
差
押
さ
え
て
は
な
ら
ぬ
と
付
け
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
六
名
の
修
院
長
は
以
下
の
小
修
道
院
の
上
長
で
あ
る
。N

o
g

en
t-le-R

o
tro

u
,

C
rép

y
-

en-V
alois,

L
enton,

S
aint-G

elais,
S

aint-T
hibaud,

F
abas.

cf.
G

.
de

V
alous,

L
e

m
onachism

e
clunisien …

,
,

36.

（
２
）

C
,

n
o

5362.;
G

.
de

V
alous,

ibid.

六
名
の
修
院
長
復
位
が
決
っ
た
の
は
こ
の
二
ヶ

月
後
で
あ
っ
た
（C

,n
o

5364

）。

（
３
）

B
O

C
,

152-56.
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（
４
）

S
.L

o
ren

zo
in

D
am

aso
,

S
.S

ab
in

a

の
各
司
祭
枢
機
卿
お
よ
びM

o
zac

大
修
道
院
長

とS
ain

t-L
eu

-d
'E

sseren
t

小
修
道
院
長
の
四
名
が
最
初
の
選
挙
委
員
会
を
構
成
し
た
。

cf.
ibid.,153.

（
５
）

SC
V

,
,

140,
160.

（
６
）

SC
V

,
,

70.

（
７
）

C
,

n
o

4238(ann.
1170-1180).

（
８
）

‘n
e

m
o

n
ach

i
siv

e
q

u
icu

m
q

u
e

relig
io

si,
cu

m
p

ro
aliq

u
o

ex
cessu

fu
erin

t

corrigendi,
contra

regularem
praelati

sui
et

capituli
disciplinam

appellare

praesum
ant,’(can.6):

C
O

D
,

214.

（
９
）

B
O

C
,

102(a
o

1207).

（
10
）

B
O

C
,

108(a
o

1228).

（
11
）

B
O

C
,

132(a
o

1262).

（
12
）

‘S
tatuim

us
praeterea

quod
A

bbas
C

luniacensis
nullum

ex
causis

legitim
is

p
ro

u
tilitate

o
rd

in
is

v
el

A
b

b
atiaru

m
v

el
P

rio
ratu

n
u

m
ap

p
ellan

tem

excom
m

unicare
vel

incarcerare
seu

detinere
praesum

at.’:
B

O
C

,
156.

（
13
）

SC
V

,
,

95-97.
cf.

G
.

de
V

alous,
op.cit.,176-78.

（
14
）

C
,

n
o

4541(a
o

1223.3).

（
15
）

B
O

C
,

114(a
o

1245).

（
16
）

SC
V

,
,

284(a
o

1264).

（
17
）

‘a
subjectione

O
rdinis

C
luniacensis

se
subtrahunt’:

SC
V

,
,

20(a
o

1291).

（
18
）

‘ac
jam

plures
dom

us
se

ordinariis
subm

iserunt,
que

totaliter
a

subjectione

O
rdinis

sunt
substracte.’:

ibid.,264(a
o

1308).

（
19
）

‘Q
u

ia
p

leriq
u

e
p

relati
o

rd
in

arii
in

su
rg

en
d

o
co

n
tra

lib
ertates,

ju
ra

ac

etiam
consuetudines

O
rdinis

approbatas,
abbates,

priores
et

alias
personas

C
lu

n
iacen

sis
O

rd
in

is,
tam

in
p

erso
n

is
q

u
am

in
reb

u
s

m
u

ltip
liciter

ag
g

rav
an

t
et

m
o

lestan
t,

p
eten

d
o

ac
etiam

ex
ig

en
d

o
ab

eis
p

ro
cu

ratio
n

es

superfluas
et

indebitas,
vocando

ipsos
ad

suas
sinodos,

cum
ibidem

venire

m
in

im
e

ten
ean

tu
r,

ed
ifican

d
o

cap
ellas,

in
fra

lim
ites

p
aro

ch
iaru

m
d

icti

O
rd

in
is,

seu
ed

ificari
et

fieri
p

erm
itten

d
o

,au
t

jam
factas

ecclesias
et

cap
ellan

as
p

ertin
en

tes
ad

p
erso

n
as

d
icti

O
rd

in
is,

p
er

se
v

el
p

er
alio

s

u
su

rp
en

d
o

et
b

en
eficia

d
icti

O
rd

in
is

p
erso

n
is

secu
larib

u
s

assig
n

an
d

o
,

vocando
m

onachos
et

conversos
dicti

O
rdinis

contra
eorum

privilegia
in

q
u

o
ru

m
eis

su
p

er
reb

u
s

q
u

ib
u

slib
et

d
eb

ean
t

stare
ju

ri
et

eo
s

d
e

facto

excom
m

unicando,si
coram

eis
noluerint

com
parere,necnon

jura
quelibet

alia

et
libertates

dicti
O

rdinis
usurpando,

et
ut

breviter
concludatur,

personas

dicti
O

rdinis
totaliter

sue
volunt

subm
ittere

ditioni.’:
ibid.,161(a

o
1300).

（
20
）

Ibid.,
,

83.
（
21
）

Ibid.,
,

5(a
o

1290).

（
22
）

‘p
ro

p
ter

q
u

o
d

tim
etu

r
n

e
d

o
m

u
s

a
su

b
jectio

n
e

O
rd

in
is

in
p

o
steru

m

subtrahatur.’:
ibid.,

,
172(a

o
1301).
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（
23
）

Ibid.,
,

295,
298,

301(a
o

1310).
（
24
）

Ibid.,
,

295(a
o

1310),
313(a

o
1311),

334(a
o

1312),
341(a

o
1313),

364(a
o

1314).

（
25
）

‘E
t

P
rioratus

et
D

ecanatus
hujusm

odi
non

nisi
sacerdotibus

dicti
O

rdinis

m
onachis

com
m

ittantur.’:
B

O
C

,
154.

（
26
）

D
.

R
iche,

L
'O

rdre
de

C
luny …

,
538-39.

（
27
）

Ibid.,
541.;

F
.

N
eiske,

R
eform

oder
K

odifizierung
?

…,
105-111.

（
28
）

Ibid.,
110.

（
29
）

D
.

R
iche,

op.cit.,538.

（
30
）

‘o
b

q
u

am
cau

sam
et

p
ro

p
ter

u
tilitatem

C
lu

n
iacen

sis
O

rd
in

is,
et

q
u

ia

universaliter
alii

hoc
faciunt

et
fecerunt,’:

SC
V

,
,

176.

（
31
）

‘in
fra

p
rim

a
m

d
ie

m
m

e
n

sis
a

u
g

u
sti

in
te

g
ra

lite
r

p
e

rso
lv

a
n

t,
si

ex
co

m
m

u
n

icatio
n

em
,

su
sp

en
sio

n
em

et
citatio

n
em

ad
ro

m
an

am
cu

riam

v
o

lu
erin

t
ev

itare.’:
ib

id
.

な
お
、
ア
ン
リ
・
ド
・
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
ー
ル
は
、
そ
の

「
改
革
規
則
」（
一
三
一
四
年
頃
）
に
お
い
て
、
修
道
院
長
の
債
務
が
返
済
可
能
限
度
を

越
え
な
い
よ
う
に
上
限
額
を
定
め
た
（art.

5
6

）。
す
な
わ
ち
大
修
道
院
長
は
二
百
リ

ー
ヴ
ル
、
二
十
名
以
上
の
修
道
士
を
抱
え
る
修
院
長
は
百
リ
ー
ヴ
ル
、
十
二
名
以
上

の
規
模
の
修
院
長
は
五
十
リ
ー
ヴ
ル
、
六
名
以
上
の
規
模
の
修
院
長
は
二
十
リ
ー
ヴ

ル
、
六
名
未
満
の
規
模
の
修
院
長
は
十
リ
ー
ヴ
ル
を
越
え
て
借
金
し
て
は
な
ら
な
い

（S
C

V
,

,
1

1
5

).

こ
の
よ
う
な
規
則
が
実
際
に
は
殆
ど
効
果
を
持
ち
え
な
か
っ
た
こ

と
は
今
更
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

（
32
）

‘sem
per

in
regia

custodia
et

protectione
persistens’:

B
C

,
col.1519(a

o
1258).

（
33
）

‘p
ro

d
efen

sio
n

e
et

felici
statu

reg
n

i
n

o
stri

et
p

ro
rep

rim
en

d
is

em
u

lo
ru

m

et
inim

icorum
ejusdem

regni,’:
C

,
n

o
5402(1294.10.18).

（
34
）

C
,

n
o

5401(1294.10.3).

（
35
）

C
O

D
,

221.

（
36
）

C
O

D
,

255.

（
37
）

‘praedicti
laici

hum
iliter

et
devote

recipiant
cum

actionibus
gratiarum

’:
ibid.

（
38
）

D
.

R
iche,

op.cit.,465.

（
39
）

Ibid.,468.

（
40
）

Ibid.,469.

（
41
）

Ibid.,469.

三
　
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
解
体

ア
ン
リ
・
ド
・
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
ー
ル
（
在
位
一
三
〇
八
ー
一
九
）
か
ら
ジ
ャ

ン
・
ダ
ン
ボ
ワ
ー
ズ
（
在
位
一
四
八
〇
ー
一
五
一
〇
）
に
至
る
お
よ
そ
二
百
年
間

に
、
十
七
名
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
が
交
代
し
た
。
彼
ら
の
殆
ど
す
べ
て
が
教

皇
な
い
し
国
王
の
推
薦
に
よ
っ
て
修
道
院
長
に
就
任
し
て
お
り
、
修
道
士
の
自
由

四
二

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号
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選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
八
名
は
任
期
半
ば

に
し
て
院
長
を
辞
任
し
た
。
三
人
は
司
教
に
、
二
人
は
枢
機
卿
に
、
一
人
は
カ
ル

ト
ゥ
ジ
オ
会
士
に
な
っ
て
転
出
し
た（

１
）

。
教
会
人
に
と
っ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
は

必
ず
し
も
魅
力
的
な
ポ
ス
ト
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
四
三
八
年
七
月

に
、
シ
ャ
ル
ル
七
世
が
ブ
ル
ジ
ュ
で
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
と
し
て
布
告
し
た
国
事
詔

書
（P

rag
m

atiq
u

e
S

an
ctio

n
d

e
B

o
u

rg
es

）
は
、
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
公
会
議
首

位
説
の
理
念
に
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
王
は
、
王
国
の
安
寧
の
た
め
に
功

績
が
あ
り
、
し
か
も
熱
誠
　
れ
る
人
物
が
高
位
聖
職
に
推
挙
さ
れ
る
こ
と
に
賛
意

を
表
し
て
い
る
。
国
事
詔
書
は
、
そ
れ
が
幾
つ
か
の
反
ロ
ー
マ
的
規
定
を
含
ん
で

い
た
た
め
に
教
皇
の
反
感
を
買
っ
て
一
時
撤
回
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の

基
本
事
項
は
の
ち
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
協
定
に
受
継
が
れ
て
教
皇
権
か
ら
も
承
認
さ
れ

た
の
で
あ
る（

２
）

。

ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
期
に
は
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
の
統
治
の
性
格
も
大
き

く
様
変
わ
り
し
た
。
院
長
は
も
っ
ぱ
ら
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
定
住
し
、
教
皇
の
命
令

を
修
道
院
に
と
り
つ
ぐ
存
在
に
な
っ
た
。
彼
は
院
長
職
を
ベ
ネ
フ
ィ
ス
と
し
て
与

え
ら
れ
て
修
道
院
長
食
卓
分
（m

en
sa

ab
b

atialis

）
を
取
得
す
る
が
、
司
牧
に

直
接
関
与
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
し
か
も
多
く
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
と

っ
て
院
長
職
は
、
彼
が
保
有
し
た
多
数
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
の
う
ち
の
一
つ
で
し
か
な

い
。
両
法
博
士
で
あ
っ
た
イ
テ
ィ
エ
・
ド
・
ミ
ル
マ
ン
ド
（
在
位
一
三
四
二
ー

四
七
）
は
殆
ど
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
訪
れ
た
こ
と
が
な
く
、
代
わ
り
に
院
長
総
代
理

を
任
命
し
て
い
る
。
空
位
聖
職
禄
を
一
時
的
に
管
理
す
る
（in

co
m

m
en

d
a

）

臨
時
管
理
者

コ

マ

ン

ダ

テ

ー

ル

が
大
修
道
院
長
や
小
修
道
院
長
と
し
て
姿
を
現
わ
す
の
は
、
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
会
で
は
十
三
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
る
。
臨
時
管
理
修
道
院
長
（ab

b
é

co
m

m
en

d
ataire

）
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
本
院
で
本
格
的
な
発
展
を
と
げ
る
の
は
十
六

世
紀
以
後
で
あ
る
が
、
す
で
に
そ
の
動
き
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
期
に
萌
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

Ｇ
・
シ
ャ
ル
ヴ
ァ
ン
の
編
纂
に
な
る
『
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
定
規
則
、
総

会
、
お
よ
び
巡
察
』
に
拠
り
な
が
ら
修
道
会
の
動
向
を
通
覧
し
て
お
こ
う
。
本
書

の
第
三
巻
か
ら
第
五
巻
ま
で
が
大
体
こ
の
時
代
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
第
三
巻

（
一
三
二
五
ー
五
九
）
に
は
百
六
通
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
定
例
総
会
は

毎
年
復
活
後
第
三
主
日
（Ju

b
ilate

）
に
開
催
さ
れ
、
一
週
間
ほ
ど
続
く
の
が
慣

例
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
巡
察
報
告
は
少
な
い
。
ま
た
戦
火

を
被
っ
た
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
の
巡
察
報
告
も
減
少
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
戦

争
が
長
期
化
し
、
悪
疫
が
蔓
延
し
、
凶
作
が
続
い
た
。
一
三
四
七
年
の
総
会
で
は
、

黒
死
病
の
流
行
に
よ
っ
て
巡
察
報
告
が
提
出
さ
れ
な
い
管
区
が
大
半
を
占
め
た
た

め
に
、
判
事
団
は
、
巡
察
義
務
を
怠
っ
た
者
は
「
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

《acriter
p

u
n

ian
tu

r

》
と
総
会
で
決
議
さ
せ
た（

３
）

。
一
三
五
七
年
の
総
会
で
は
、
放

浪
修
道
士
《g

y
ro

v
ag

i

》
の
横
行
が
問
題
に
な
っ
た
。
修
道
院
の
禁
域
を
離
れ
て

気
儘
に
暮
ら
す
修
道
士
は
、
神
に
た
い
し
て
大
罪
を
犯
し
て
い
る
の
み
か
俗
人
に

と
っ
て
も
大
き
な
躓
き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
総
会
は
、
彼
ら
を
取

四
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締
ま
る
た
め
に
「
放
浪
修
道
士
反
対
決
議
」《D

effin
itio

g
en

eralis
co

n
tra

g
y

ro
v

ag
o

s

》
を
採
択
し
た（

４
）

。
し
か
し
二
年
後
に
開
催
さ
れ
た
総
会
に
お
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
王
国
で
猖
獗
を
き
わ
め
て
い
る
戦
争
と
略
奪
の
た
め
に
、
生
計
を
維
持

で
き
な
い
修
院
長
、
托
鉢
を
し
な
が
ら
祖
国
を
放
浪
す
る
修
道
士
《v

ag
ab

u
n

d
i

p
er

p
atriam

m
en

d
ican

d
o

》
の
こ
と
が
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
は
な
ん
と
も

皮
肉
で
あ
る（

５
）

。
こ
の
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
が
ク
リ
ュ
ニ
ー
近
在
に
も
姿
を
見
せ
る

よ
う
に
な
り
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
町
、
修
道
院
、
近
郊
の
要
塞
の
修
復
と
強
化
が
焦

眉
の
急
に
な
っ
た
。
騎
士
・
歩
兵
・
弓
兵
を
雇
う
た
め
に
修
道
院
は
「
は
か
り
知

れ
な
い
出
費
」《in

n
u

m
erab

iles
ex

p
en

sas

》
を
強
い
ら
れ
た
と
総
会
記
録
は
伝

え
て
い
る（

６
）

。
残
さ
れ
た
百
六
通
の
文
書
の
う
ち
三
十
七
通
が
総
会
欠
席
届
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
治
安
と
道
路
事
情
の
悪
さ
を
推
測
で
き
よ
う
。

第
四
巻
（
一
三
六
〇
ー
一
四
〇
八
）
に
は
五
十
二
通
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。「
街
道
の
不
穏
と
危
険
、
敵
や
盗
賊
の
襲
撃
の
た
め
に（

７
）

」（
繰
返
し
現
わ
れ
る

文
言
）
総
会
出
席
や
巡
察
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

大
シ
ス
マ
期
に
は
、
総
会
出
席
者
は
旅
行
中
に
敵
対
陣
営
の
軍
隊
に
襲
わ
れ
る
危

険
も
あ
っ
た（

８
）

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
総
会
は
、
毎
年
復
活
後
第
三
主
日
に
定
例
ど
お

り
に
開
催
さ
れ
た
。
出
席
義
務
の
あ
る
修
道
院
長
や
農
場
監
督
が
無
断
で
総
会
を

欠
席
し
た
と
き
に
は
破
門
を
宣
告
さ
れ
た
が
（
の
ち
に
は
制
裁
金
と
し
て
旅
費
の

倍
額
が
徴
収
さ
れ
た
）
破
門
さ
れ
た
者
は
急
増
し
て
い
る
。
四
十
七
名
（
一
三
八

七
年
）、
六
名
（
一
三
九
一
年
）、
二
十
七
名
（
一
三
九
三
年
）、
十
七
名
（
一
三

九
五
年
）、
三
十
名
（
一
三
九
七
年
）
…
。
一
四
〇
〇
年
の
修
道
会
総
会
で
は
、

十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
総
会
を
欠
席
し
て
い
る
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
管
区
所
属
の
三
名

の
大
修
道
院
長
（
モ
ワ
サ
ッ
ク
、
フ
ィ
ジ
ャ
ッ
ク
、
ル
ザ
の
各
院
長
）
に
破
門
が

宣
告
さ
れ
た
。
百
年
戦
争
の
あ
い
だ
に
、
総
会
出
席
者
は
次
第
に
フ
ラ
ン
ス
国
内

の
修
道
院
長
に
限
ら
れ
て
い
く
。
巡
察
報
告
が
規
則
的
に
な
さ
れ
る
の
は
、
フ
ラ

ン
ス
、
リ
ヨ
ン
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
、
そ
し
て
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
各
管
区
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。

第
五
巻
（
一
四
〇
九
ー
一
五
〇
八
）
に
は
百
十
通
の
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。

定
例
総
会
は
ほ
ぼ
毎
年
開
催
さ
れ
、
復
活
後
第
三
主
日
が
そ
の
開
会
日
で
あ
っ
た
。

無
断
欠
席
者
の
大
量
破
門
が
続
く
の
も
以
前
と
同
様
で
あ
る
。
二
十
九
名
（
一
四

三
七
年
）、
九
名
（
一
四
五
〇
年
）、
三
十
一
名
（
一
四
五
一
年
）、
十
二
名
（
一

四
五
五
年
）、
四
十
三
名
（
一
四
五
六
年
）、
二
十
九
名
（
一
四
五
九
年
）、
十
名

（
一
四
六
〇
年
）
…
。
一
四
五
一
年
の
総
会
記
録
に
よ
れ
ば
、
総
会
出
席
者
は
四

十
五
名
、
欠
席
届
提
出
者
は
三
十
名
、
無
断
欠
席
者
は
三
十
一
名
で
あ
り
、
欠
席

者
は
五
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。
十
五
世
紀
に
、
イ
ギ
リ
ス
管
区
所
属
の
支

院
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
と
の
絆
を
断
ち
切
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
支
院
は
イ
ギ
リ
ス

人
の
総
代
理
に
よ
っ
て
統
治
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
側
の
主
張
に
、
歴
代

の
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
が
耳
を
貸
そ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
離
反
を
加
速
さ

せ
た
一
因
で
あ
っ
た
。
一
五
〇
〇
年
前
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
お
よ
そ
三
十
の
ク
リ

ュ
ニ
ー
の
従
属
院
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
九
院
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
名
以
上
の
修
道
士

四
四
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を
抱
え
、
年
収
入
は
二
百
五
十
ポ
ン
ド
を
越
え
る
富
裕
な
修
道
院
で
あ
っ
た（

９
）

。
百

年
戦
争
終
了
後
に
ル
イ
十
一
世
と
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
シ
ャ
ル
ル
勇
猛
と
の
あ
い
だ

に
勃
発
し
た
戦
争
は
マ
コ
ネ
地
方
を
舞
台
に
繰
広
げ
ら
れ
た
た
め
に
、
一
四
七

一
、
七
二
年
の
修
道
会
総
会
は
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
ラ
・
ヴ
ー
ト
＝
シ
ラ
ク

L
a

V
o

û
te-C

h
ilh

ac

、
ソ
ー
ク
シ
ラ
ン
ジ
ュS

au
x

illan
g

es

の
両
院
に
会
場
を
う

つ
し
て
開
催
さ
れ
た
。
一
四
七
四
年
の
総
会
は
サ
ン
＝
マ
ル
セ
ル
・
ア
・
デ
ィ

S
ain

t-M
arcel

à
D

ie

（
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
教
区
）
で
開
か
れ
た
が
、
一
四
七
三
、
七

五
年
に
は
総
会
は
も
た
れ
て
い
な
い
。

空
位
聖
職
禄
の
臨
時
管
理
は
教
皇
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
政
策
に
関
連
し
、
こ
れ
は
教

皇
留
保
権
の
拡
大
と
並
行
し
て
発
展
を
と
げ
て
い
る
。
す
で
に
ク
レ
メ
ン
ス
四

世
は
「
使
徒
座
に
お
い
て
」《ap

u
d

sed
em

A
p

o
sto

licam
》
空
位
に
な
っ
た
す

べ
て
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
へ
の
任
命
権
を
教
皇
に
留
保
し
た
（
一
二
六
五
年
の
教
令

“L
icet

ecclesiaru
m

”

）。
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
は
、
ク
リ
ア
の
概
念
を
聖

座
か
ら
徒
歩
で
二
日
の
旅
程
内
と
し
、
ま
た
聖
庁
役
人
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
に
た
い
し

て
も
留
保
権
を
適
用
し
た
（
教
令“P

raesen
ti”

）。
初
代
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
ク

レ
メ
ン
ス
五
世
は
、
聖
座
で
叙
階
さ
れ
た
聖
職
者
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
が
空
位
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
教
皇
留
保
権
下
に
お
い
た

（
教
令“E

tsi
in

tem
p

o
raliu

m
”

）。
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
二
世
は
、
空
位
ベ
ネ
フ
ィ
ス

が
、
そ
の
大
小
や
所
在
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
皇
留
保
権
下
に
お
か
れ
る

と
宣
言
し
た
（
一
三
一
六
年
の
教
令“E

x
d

eb
ito

”

）。
し
か
し
同
教
皇
は
、
司
牧

義
務
の
あ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ス
の
併
有
は
認
め
ず
、
司
牧
義
務
の
な
い
ベ
ネ
フ
ィ
ス
も

一
つ
だ
け
を
残
し
て
他
は
す
べ
て
一
ヶ
月
以
内
に
放
棄
す
る
よ
う
に
命
令
し
た

（
一
三
一
七
年
の
教
令“E

x
secrab

ilis”)

。
そ
し
て
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
十
二
世

の
一
三
三
五
年
の
勅
書
「
ア
ド
・
レ
ギ
メ
ン
」《A

d
reg

im
en

》
に
よ
っ
て
、
教

皇
留
保
権
は
そ
の
完
成
し
た
姿
を
と
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
在
俗
・
律
修
教
会

の
空
位
ベ
ネ
フ
ィ
ス
は
、
そ
の
大
小
、
司
牧
義
務
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
す

べ
て
教
皇
留
保
権
下
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

四
五

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口

（
10
）

（
11
）

司教及び
在俗聖職者

※１ 枢機卿の甥１名を含む。 ※２ すべて非クリュニー系。
典拠：D.Riche, L'Ordre de Cluny …, pp. 296, 429, 435.

※１ すべて非クリュニー系。
典拠：Ibid., pp. 405, 639.

第二表　プロヴァンス管区における臨時管理修道院長の身分別構成（1252－1470）

第三表　リヨン管区における臨時管理修道院長の身分別構成（1291－1470）

枢機卿

1252－1290

1290－1328

1339－1379

1386－1470

1252－1470

2

8

21

31

62
（62.6）

4

12

1

3

20
（20.2）

2

1

0

2

5
（5.1）

2

6

0

4

12
（12.1）

10

27

22

40

99
（100）

修道院長 俗　人 合　計

※１

※２

％

司教及び
在俗聖職者

修道院長
及び修道士枢機卿

1291－1345

1380－1470

1291－1470

2

15

17
（48.6）

5

1

6
（17.1）

2

2

4
（11.4）

5

3

8
（22.9）

14

21

35
（100）

俗　人 合　計

※１

％



こ
う
し
て
教
皇
は
、
お
の
れ
の
管
理
下
に

あ
る
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
「
臨
時
管
理
」
（in

co
m

m
en

d
a

）
の
名
目
で
政
治
的
に
利
用
す

る
機
会
を
手
に
入
れ
た
。
修
道
院
長
の
聖
職

禄
は
臨
時
管
理
を
理
由
に
、
在
俗
聖
職
者
は

も
ち
ろ
ん
俗
人
に
さ
え
も
与
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
多
数
の
支
院
を
抱
え
る
ク
リ
ュ
ニ
ー

は
お
そ
ら
く
最
大
の
被
害
者
の
ひ
と
り
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
支
院
を
ベ
ネ

フ
ィ
ス
と
し
て
獲
得
し
た
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル

（
臨
時
管
理
修
道
院
長
）
は
す
で
に
十
三
世

紀
半
ば
に
姿
を
現
わ
す
が
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン

教
皇
期
、
大
シ
ス
マ
期
に
は
そ
の
数
は
飛
躍

的
に
増
加
し
た
。
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
の
半
数
以
上
が
枢
機
卿
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

た
こ
と
は
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
、
リ
ヨ
ン
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
管
区
に
つ
い
て
の
最
近
の

研
究
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
第
二
、
第
三
、
第
四
表
を
参
照
）。
コ
マ
ン
ダ
テ

ー
ル
の
一
般
的
な
特
徴
は
、
彼
が
院
長
を
つ
と
め
る
修
道
院
を
訪
れ
る
こ
と
は
め

っ
た
に
な
い
が
、
院
長
収
入
分
だ
け
は
取
得
し
（
い
わ
ゆ
る
不
在
俸
禄
制
）、
お

の
れ
の
代
理
を
介
し
て
修
道
院
を
統
治
す
る
が
、
自
身
で
は
修
道
士
の
司
牧
に
直

接
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
教
皇
は
枢
機
卿
を
買
収
す
る
た
め

に
好
ん
で
彼
に
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
枢
機
卿
だ
け
に
留
ま

ら
ず
政
治
的
に
重
要
な
人
物
と
の
あ
い
だ
に
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
関
係
を
つ
く
り
だ
す

た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
本
院
に
お
い
て
誰
が
最
初
の
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
は
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
コ
ナ
ン
ト
は
ジ
ャ
ン
・

ド
・
ブ
ル
ボ
ン
（
在
位
一
四
五
六
ー
八
〇
）
を
、
シ
ャ
ニ
ー
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン

ボ
ワ
ー
ズ
（
在
位
一
四
八
〇
ー
一
五
一
〇
）
を
、
ま
た
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
は
ジ
ャ
ン
・

ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
（
在
位
一
五
二
九
ー
五
〇
）
を
最
初
の
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
と
考
え

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前
半
の
あ
い
だ
に
、
ク
リ

ュ
ニ
ー
が
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
の
な
い
事

実
で
あ
る
。
ド
・
ヴ
ァ
ル
ー
や
シ
ャ
ニ
ー
は
、
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
の
支
配
こ
そ
が

修
道
会
の
崩
壊
を
加
速
さ
せ
た
一
大
要
因
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
シ
ャ
ニ
ー
に

よ
れ
ば
、
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
は
鉄
の
マ
ン
ト
を
着
せ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
窒
息
さ
せ

た
張
本
人
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
通
説
に
た
い
し
て
は
最
近
批
判
が
だ
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
Ｐ
・
ラ
シ
ネ
の
中
世
ピ
カ
ル
デ
ィ
地
方
に
お
け
る
ク
リ
ュ
ニ
ー

の
支
院
に
つ
い
て
の
研
究
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
は
隆
盛
期
・
退
廃
期
と
い
う
歴
史

区
分
に
よ
っ
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
を
捉
え
る
立
場
に
疑
問
を
呈
し
、
修
道
制
の

強
靭
な
持
続
性
と
外
界
へ
の
適
応
能
力
こ
そ
が
な
に
よ
り
も
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。
当
地
で
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
は
シ
ト
ー
会
士
や
托
鉢
修
道
士
と

共
存
し
て
お
り
、
互
い
に
競
合
関
係
に
は
立
っ
て
い
な
い
。
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
は

四
六
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12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
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）

※１ すべて非クリュニー系。
典拠：Ibid., pp. 448, 674.

第四表　ブザンソン管区における臨時管理修道院長の身分別構成（1297－1454）

司教及び
在俗聖職者

修道院長
及び修道士枢機卿

1297－1373

1381－1454

1297－1454

2

8

10
（55.6）

2

4

6
（33.3）

1

1

2
（11.1）

0

0

0
（0）

5

13

18
（100）

俗　人 合　計

※１

％



十
四
世
紀
に
出
現
し
、
十
六
世
紀
に
一
般
的
な
普
及
を
み
た
が
、
こ
れ
と
て
も
ク

リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
に
災
厄
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
支
配
の
安
定

化
と
制
度
化
を
促
し
、
修
道
士
の
個
性
の
開
花
を
可
能
に
し
た
要
因
で
あ
っ
た
と

ラ
シ
ネ
は
述
べ
て
い
る
。
私
自
身
は
、
コ
マ
ン
ド
制
を
諸
悪
の
根
源
と
み
な
す
通

説
に
は
賛
同
し
な
い
が
、
こ
れ
を
活
力
に
富
む
適
応
の
ケ
ー
ス
と
し
て
積
極
的
に

評
価
す
る
立
場
に
も
く
み
し
な
い
。
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
の
中
に
は
、
権
力
ま
た
は

財
力
を
も
っ
て
修
道
院
を
外
界
か
ら
保
護
す
る
外
護
者
の
役
割
を
果
し
た
人
物
が

い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ラ
シ
ネ
も
認
め
て
い
る

よ
う
に
、
コ
マ
ン
ダ
テ
ー
ル
の
出
身
地
が
次
第
に
広
域
化
し
て
任
期
が
短
く
な
り
、

交
代
が
頻
繁
に
な
る
と
、
修
道
院
に
愛
着
を
抱
く
者
が
減
少
し
、
彼
は
修
道
院
を

め
っ
た
に
訪
れ
な
く
な
る
。
し
か
も
時
代
か
下
が
る
に
つ
れ
て
貴
族
出
身
者
の
比

率
が
増
大
し
、
彼
ら
は
実
入
り
の
少
な
い
小
修
道
院
に
は
殆
ど
目
も
く
れ
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
ラ
シ
ネ
は
ま
た
適
応
の
一
側
面
と
し
て
信
心
の
個
人
主
義
化

を
あ
げ
て
い
る
。
彼
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
中
世
末
期
の
「
近
代
的
敬
虔
」

（d
ev

o
tio

m
o

d
ern

a

）
の
影
響
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
信
心
の
個
人
主
義
化
は
、
な
に
よ
り
も
団
体
　
務
を
優
先
し
て
き
た
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
制
の
自
己
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
修
道
院
内
部
に
礼
拝
堂
が

多
数
新
設
さ
れ
、
共
同
寝
室
が
仕
切
ら
れ
て
個
室
に
な
り
、
メ
ン
サ
の
分
割
が
進

ん
で
役
僧
に
よ
る
自
由
な
資
産
運
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
共
住
制
そ
の
も
の
を

切
崩
す
重
大
な
変
質
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ラ
シ
ネ
の
研
究
は
持
続
性
と
適
応
力
を

重
視
す
る
あ
ま
り
に
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
制
の
動
態
把
握
が
や
や
も
す
る
と
ス
タ

テ
ィ
ッ
ク
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
持
続
性
と
適
応
力
の
ベ
ー

ル
の
下
に
、
修
道
制
の
深
部
に
お
い
て
深
刻
な
動
揺
と
変
質
が
進
行
し
て
い
た
事

実
を
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
の
後
に
、
教
皇
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
五
世
は
二
人
の
調
査
官
を

ク
リ
ュ
ニ
ー
に
遣
わ
し
、
半
年
近
く
に
わ
た
っ
て
修
道
生
活
の
実
情
を
調
査
さ

せ
た
（
一
四
二
八
年
）。
こ
の
調
査
は
宗
教
問
題
よ
り
も
む
し
ろ
物
質
上
の
問
題

（
た
と
え
ば
食
事
や
照
明
な
ど
）
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
主
と
し
て
教

皇
権
へ
の
従
属
の
強
化
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
に
、
修
道
士
の
協
力
を
得
ら
れ

ず
に
失
敗
に
お
わ
っ
た
。
三
十
年
後
に
は
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ブ
ル
ボ
ン
の
改
革
が

行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
論
議
さ
れ
た
項
目
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
肝
心
の
コ
マ
ン

ド
制
に
つ
い
て
は
結
局
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
と
よ
り
コ
マ

ン
ド
制
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
だ
け
で
解
決
で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
か
っ
た

し
、
聖
職
禄
併
有
と
と
も
に
教
皇
庁
の
承
認
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
院
長
自
身
が
ル
・
ピ
ュ
イ
司
教
を
兼
任
す
る
臨
時
管
理
修
道
院
長
で
あ

っ
た
事
実
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

世
俗
の
精
神
を
修
道
院
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
に
大
学
教
育
が
あ
っ
た
。
ク
リ
ュ

ニ
ー
修
道
院
長
は
、
一
二
七
〇
年
頃
に
神
学
を
学
ぶ
修
道
士
の
た
め
の
学
寮
を
パ

リ
に
設
置
し
た
。
一
世
紀
後
に
は
カ
ノ
ン
法
学
を
学
ぶ
修
道
士
の
た
め
に
、
ア
ヴ

四
七
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ィ
ニ
ョ
ン
に
も
学
寮
を
設
け
て
い
る
（
一
三
七
九
年
）。
巡
察
報
告
で
は
、
大
学

で
の
聴
講
の
た
め
に
修
道
院
を
留
守
に
し
て
い
る
多
数
の
修
道
士
が
言
及
さ
れ
て

い
る
。
修
道
院
を
去
っ
て
俗
界
で
生
活
す
る
こ
と
は
、
一
所
止
住
の
原
則
を
一
時

的
に
せ
よ
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
修
道
士
の
魂
の
中
に
眠
っ
て
い
た
徘

徊
熱
を
目
覚
め
さ
せ
る
原
因
に
も
な
っ
た
。
修
道
会
総
会
で
は
放
浪
学
生
の
こ
と

が
し
ば
し
ば
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
問
題
を
惹
き

起
こ
し
た
の
は
、
大
学
で
取
得
し
た
学
位
が
栄
達
を
保
証
し
、
ベ
ネ
フ
ィ
ス
獲
得

の
チ
ャ
ン
ス
を
修
道
士
に
与
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ブ
ル
ボ
ン
の

改
革
規
則
は
、
学
位
を
取
得
し
た
修
道
士
が
高
位
聖
職
者
や
有
力
な
俗
人
の
う
し

ろ
楯
に
よ
っ
て
修
道
会
で
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
入
手
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
そ
の
結

果
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
会
士
の
中
に
は
、
修
道
会
の
外
部
で
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
獲
得
す
る

者
が
現
れ
た
。
ベ
ネ
フ
ィ
ス
の
渇
望
は
同
僚
修
道
士
の
妬
み
と
恨
み
を
買
い
、
つ

い
に
は
修
道
士
を
還
俗
へ
と
駆
り
立
て
た
。
改
革
規
則
が
い
く
ら
声
を
大
に
し
て

こ
れ
を
「
忌
む
べ
き
野
心
」《d

am
n

ab
ilis

am
b

itio

》
と
非
難
し
た
と
こ
ろ
で
、

こ
う
し
た
趨
勢
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
期
に
発
展
を
と
げ
た
教
皇
課
税
に
ア
ン
ナ
ー
タ
と
聖
職
者

遺
産
相
続
税
が
あ
る
。
新
司
教
、
新
修
道
院
長
が
教
皇
・
枢
機
卿
に
た
い
し
て

支
払
う
ア
ン
ナ
ー
タ
（
初
年
度
納
付
税
）
は
、
一
般
に
通
常
確
認
税
（serv

itia

co
m

m
u

n
ia,

co
m

m
u

n
s

serv
ices

）
と
呼
ば
れ
る
。
教
皇
に
よ
る
選
出
確
認
の

意
味
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
教
皇
・
枢
機
卿
の
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
配
分
さ

れ
る
小
確
認
税
（serv

itia
m

in
u

ta,
m

en
u

s
serv

ices

）
が
併
せ
て
徴
収
さ
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
。
通
常
確
認
税
の
税
額
は
大
体
年
収
の
三
分
の
一
に
相
当
し
、
教

皇
収
税
吏
が
い
っ
た
ん
査
定
す
る
と
、
税
額
は
長
期
に
わ
た
っ
て
据
置
か
れ
る
の

が
普
通
で
あ
っ
た
。
十
四
世
紀
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
は
、
就
任
時
に
一
律
に

四
千
フ
ロ
ー
リ
ン
（
二
千
リ
ー
ヴ
ル
）
の
確
認
税
を
課
さ
れ
て
い
る
。
院
長
在
任

期
が
短
い
た
め
に
、
確
認
税
は
頻
繁
に
課
さ
れ
た
（
一
三
〇
九
、
一
九
、
二
三
、

四
二
、
四
七
、
五
一
、
六
二
、
六
九
、
七
五
、
八
三
）。
す
な
わ
ち
七
十
四
年
間

に
十
回
の
ア
ン
ナ
ー
タ
が
課
さ
れ
て
お
り
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
七
・
四
年
ご
と
に
四

千
フ
ロ
ー
リ
ン
を
教
皇
庁
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
財
政
負
担
で
あ
っ
た
か
は
容
易
に
想
像

さ
れ
よ
う
。
ア
ン
ナ
ー
タ
を
一
回
で
完
済
す
る
の
は
難
し
く
、
数
年
を
費
や
し
て

完
納
し
た
ケ
ー
ス
も
稀
で
は
な
い
。
負
債
の
残
高
は
次
期
院
長
に
繰
り
越
さ
れ
、

許
可
な
く
支
払
い
が
遅
滞
し
た
と
き
に
は
延
滞
金
が
課
さ
れ
た
。
ア
ン
ナ
ー
タ
の

支
払
い
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
長
が
い
か
に
苦
慮
し
た
か
を
物
語
る
一
例
を
紹
介

し
よ
う
。
ア
ン
ド
ロ
ア
ン
・
ド
・
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
は
、
一
三
五
一
年
に
ク
リ
ュ
ニ

ー
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
る
と
、
早
速
四
千
フ
ロ
ー
リ
ン
の
確
認
税
を
課
さ
れ
た
。

ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
院
長
は
翌
年
に
一
千
百
フ
ロ
ー
リ
ン
を
、
翌
一
三
五
三
年
八
月
に

一
千
フ
ロ
ー
リ
ン
を
支
払
っ
た
。
一
三
五
四
年
四
月
ま
で
支
払
猶
予
が
認
め
ら
れ

た
が
、
期
日
ま
で
に
納
入
で
き
た
の
は
五
百
フ
ロ
ー
リ
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
同
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八
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年
九
月
ま
で
再
度
の
支
払
猶
予
が
認
め
ら
れ
、
当
期
日
ま
で
に
ア
ス
テ
ィ
の
商
人

か
ら
二
百
五
十
フ
ロ
ー
リ
ン
を
用
立
て
て
も
ら
っ
た
。
さ
ら
に
一
三
五
五
年
九
月

末
日
ま
で
支
払
い
が
猶
予
さ
れ
た
。
そ
し
て
も
う
一
ヶ
月
後
（
十
月
末
日
）
に
、

同
じ
ア
ス
テ
ィ
の
商
人
が
五
百
フ
ロ
ー
リ
ン
を
立
替
え
た
。
翌
一
三
五
六
年
四
月

に
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
一
商
人
が
八
百
二
十
一
フ
ロ
ー
リ
ン
十
ス
ー
四
ド
ゥ
ニ
エ

を
用
立
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
は
四
年
に
お
よ
ぶ
六
回
の
分
納

に
よ
っ
て
ア
ン
ナ
ー
タ
と
延
滞
金
を
完
納
し
た
の
で
あ
り
、
支
払
総
額
は
四
千
百

七
十
一
フ
ロ
ー
リ
ン
十
ス
ー
四
ド
ゥ
ニ
エ
に
達
し
た
。
十
四
世
紀
末
に
ア
ン
ナ
ー

タ
は
半
額
に
減
ら
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
完
納
で
き
な
い
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
が
い

た
。
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
よ
っ
て
ア
ン
ナ
ー
タ
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

聖
職
者
遺
産
相
続
税
が
本
格
的
な
発
展
を
と
げ
た
の
は
や
は
り
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン

教
皇
期
で
あ
る
。
教
皇
庁
図
書
館
の
蔵
書
構
築
は
、
な
に
よ
り
も
教
皇
の
聖
職
者

遺
産
相
続
権
（jus

spolii

）
の
発
動
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば

一
三
四
三
年
か
ら
一
三
五
〇
年
に
い
た
る
八
年
間
に
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
教
皇
の
図

書
館
は
一
千
二
百
冊
の
稀
覯
本
を
手
に
入
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
遺
産
に
た
い

す
る
教
皇
の
干
渉
に
備
え
る
た
め
に
、
高
位
聖
職
者
の
な
か
に
は
あ
ら
か
じ
め
遺

言
状
作
成
特
権
を
教
皇
か
ら
入
手
す
る
者
も
い
た
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
厳
守
さ

れ
な
か
っ
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
つ
い
て
二
例
ほ
ど
紹
介
し
て
お
こ
う
。
前
述
の
ア

ン
ド
ロ
ア
ン
・
ド
・
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
は
、
一
三
六
一
年
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
を
辞

任
し
て
枢
機
卿
に
転
じ
た
後
、
一
三
六
九
年
に
ヴ
ィ
テ
ル
ボ
で
死
去
し
た
。
彼
は

生
前
遺
言
状
を
作
成
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
を
遺
産
継
承
者
に
指
定
し
て
い
た

が
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
五
世
は
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
の
死
後
、
直
ち
に
彼
の
遺
産
を
差
押
え

て
い
る
。『
ク
リ
ュ
ニ
ー
年
代
記
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
彼
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
修

道
士
を
か
れ
の
全
財
産
の
普
遍
的
相
続
人
に
定
め
た
が
、
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
五
世

は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
必
要
の
た
め
に
、
遺
産
の
一
部
に
あ
た
る
一
万
三
千
フ
ロ
ー

リ
ン
の
全
額
を
受
取
っ
た
」
と
。
枢
機
卿
の
蓄
財
ぶ
り
が
知
ら
れ
よ
う
。
も
う
一

例
を
あ
げ
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
・
パ
ン
が
一
三
七
四
年
に
死
去

す
る
と
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
一
世
は
、
彼
が
収
集
し
た
書
籍
を
相
続
し
た
上
で
、

他
の
遺
産
を
三
千
フ
ロ
ー
リ
ン
の
支
払
と
引
換
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
が
相
続
す

る
こ
と
を
許
し
た
。
ジ
ャ
ン
を
継
い
で
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
就
任
し
た
ジ
ャ
ッ

ク
・
ド
・
ダ
マ
・
コ
ザ
ン
（
在
位
一
三
七
四
ー
八
三
）
が
相
続
税
の
支
払
に
い
か

に
苦
慮
し
た
か
は
、
彼
が
こ
れ
を
七
期
に
分
納
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ

よ
う
。
一
三
七
五
年
十
一
月
に
二
百
フ
ロ
ー
リ
ン
、
一
三
七
六
年
四
月
に
二
百
フ

ロ
ー
リ
ン
、
同
年
五
月
に
五
百
フ
ロ
ー
リ
ン
、
同
年
十
月
に
三
百
二
十
一
フ
ロ
ー

リ
ン
十
二
ス
ー
、
一
三
七
九
年
一
月
に
五
百
フ
ロ
ー
リ
ン
、
同
年
十
月
に
九
百
七

十
八
フ
ロ
ー
リ
ン
十
六
ス
ー
を
支
払
っ
て
漸
く
マ
グ
ロ
ン
ヌ
司
教
か
ら
完
済
証
明

書
が
彼
に
手
渡
さ
れ
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
が
支
払
っ
た
相
続
税
の
総
額
は
三
千

一
フ
ロ
ー
リ
ン
八
ス
ー
に
達
し
た
。
一
三
八
二
年
九
月
に
、
ダ
マ
・
コ
ザ
ン
は
通

常
確
認
税
の
支
払
猶
予
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
翌
年
彼
が
死
去
す
る
と
、
ク
レ
メ

ン
ス
七
世
は
銀
二
百
二
十
マ
ル
ク
（
約
五
十
キ
ロ
）
を
差
押
え
た
。
他
の
債
権
者
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が
権
利
を
主
張
す
る
ま
え
に
、
い
ち
は
や
く
遺
産
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
ク
リ

ュ
ニ
ー
の
支
院
も
教
皇
の
遺
産
相
続
権
に
服
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
支

院
長
が
死
去
す
る
と
教
皇
庁
か
ら
直
ち
に
査
定
人
が
急
派
さ
れ
て
、
遺
産
と
収
入

に
関
す
る
詳
細
な
目
録
が
作
成
さ
れ
た
。
支
院
の
場
合
に
は
、
税
額
は
大
体
二
百

五
十
フ
ロ
ー
リ
ン
か
ら
一
千
フ
ロ
ー
リ
ン
の
あ
い
だ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
教
皇
の
課
税
政
策
と
搾
取
に
よ
っ
て
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修

道
会
は
経
済
的
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
う
け
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
士
数
の
変
動

は
そ
れ
を
判
断
す
る
一
つ
の
材
料
に
な
ろ
う
。
十
二
世
紀
中
葉
に
四
百
名
を
か
ぞ

え
た
修
道
士
は
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
半
ば
に
か
け
て
二
百
八
十
名
か
ら
二

百
名
ま
で
の
あ
い
だ
を
推
移
し
て
い
る
。
教
皇
課
税
が
強
化
さ
れ
た
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ

ン
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
二
世
期
に
は
つ
い
に
二
百
名
を
割
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公

会
議
の
時
代
に
は
百
二
十
名
に
減
少
し
た
。
つ
い
で
十
五
世
紀
第
二
・
四
半
期
に

な
る
と
、
修
道
士
数
は
八
十
名
に
ま
で
落
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
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éo
g

ra
p

h
ie

E
cclésiastiques.

P
aris

1956,
cols.96-108.

（
２
）
ブ
ル
ジ
ュ
の
国
事
詔
書
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
条
約
、
及
び
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
四
条
項
に
つ

い
て
は
次
を
参
照
。S

.Z
.E

hler
and

J.B
.M

orrall(ed.
and

transl.),
C

h
u

rch
a

n
d

S
ta

te
th

ro
u

g
h

th
e

cen
tu

ries:
A

co
llectio

n
o

f
h

isto
ric

d
o

cu
m

en
ts

w
ith

com
m

entaries.
L

ondon
1954,

112-21,
134-44,

205-08.

（
３
）

SC
V

,
,

425.

（
４
）

Ibid.,504-05.

（
５
）

Ibid.,534.

（
６
）

Ibid.,535.

（
７
）

‘p
ro

p
ter

v
iaru

m
p

ericu
la

et
d

iscrim
in

a
et

in
im

ico
ru

m
et

p
red

o
n

u
m

incursus’:
SC

V
,

,
19.

（
８
）

Ib
id

.,1
7

2
.

大
シ
ス
マ
期
及
び
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
時
代
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
以

下
を
参
照
。J.L

eclercq
,

“C
lu

n
y

et
le

G
ran

d
S

ch
ism

e
d

'O
ccid

en
t”,

R
evu

e

M
a

b
illo

n
3

2
(1

9
4

2
)

1
1

9
-3

2
;

id
.,

“C
lu

n
y

et
le

C
o

n
cile

d
e

B
âle”,

R
evu

e

d'H
istoire

de
l'É

glise
de

F
rance

25(1942)
181-95.

（
９
）
イ
ギ
リ
ス
管
区
の
支
院
と
そ
の
動
向
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
を
み
よ
。U

.B
erlière,

“L
es

m
o

n
astères

d
e

l'O
rd

re
d

e
C

lu
n

y
d

u
X

III
e

au
X

V
e

siècle”,
R

evu
e

B
én

éd
ictin

e
1

0
(1

8
9

3
)

9
7

-1
1

2
.;

R
.G

rah
am

,
“T

h
e

C
lu

n
iac

O
rd

er
an

d
its

E
n

g
lish

P
ro

v
in

ce”,
Jo

u
rn

a
l

o
f

th
e

B
ritish

A
rch

eo
lo

g
ica

l
A

sso
cia

tio
n

28(1922)
169-74.;

id.,
“T

he
C

luniac
P

riory
of

S
aint-M

artin
des

C
ham

ps,

P
aris,

an
d

its
d

ep
en

d
en

t
p

rio
ries

in
E

n
g

lan
d

an
d

W
ales”,

ib
id

.,1
1

(1
9

4
8

)

3
5

-5
9

.;
R

.B
.D

o
b

so
n

,
“E

n
g

lish
C

lu
n

iac
H

o
u

ses
to

w
ard

s
th

e
en

d
o

f
th

eir

story”,
in:

G
.C

onstable,
G

.M
elville,

J.O
berste(H

rsg.),
D

ie
C

luniazenser …
,

559-73.

（
10
）
関
口
武
彦
「
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
情
報
」『
歴
史
学
研
究
』
第
六
二
五
号
（
一
九
九
一
年
）

五
〇

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号

（
32
）

（
33
）
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四
八
ー
五
九
頁
。

（
11
）

L
.C

aillet,
L

a
p

a
p

a
u

té
d

'A
vig

n
o

n
et

l'É
g

lise
d

e
F

ra
n

ce:
L

a
p

o
litiq

u
e

b
én

éficia
le

d
u

P
a

p
e

Jea
n

X
X

II
en

F
ra

n
ce(1

3
1

6
-1

3
3

4
).

P
aris

1
9

7
5

,
2

0
-

26.:
D

.R
iche,

L
'O

rdre
de

C
luny …

,
549-58.

最
重
要
の
勅
書
（“A

d
regim

en”

）

は
、C

IC
,

,
cols.1266-67

に
収
録
。

（
12
）
コ
マ
ン
ド
制
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
を
参
照
。G

.
d

e
V

alo
u

s,
L

e
tem

p
o

rel
et

la

situ
a

tio
n

fin
a

n
cière

d
es

éta
b

lissem
en

ts
d

e
l'O

rd
re

d
e

C
lu

n
y

d
u

X
II

e
a

u

X
IV

e
siècle,

p
a

rticu
lièrem

en
t

d
a

n
s

les
p

ro
vin

ces
fra

n
ça

ises
(A

rchives
de

la
F

ran
ce

M
o

n
astiq

u
e

V
o

l.
X

L
I).

P
aris

1
9

3
5

,
1

5
3

seq
q

.
;

A
.C

h
ag

n
y

,

C
lu

n
y

et
so

n
E

m
p

ire.
L

yon/P
aris

1938,
261

seqq.
;

P
h.S

chm
itz,

H
isto

ire

d
e

l'O
rd

re
d

e
S

a
in

t-B
en

o
ît .

T
o

m
e

,
M

ared
so

u
s

1
9

4
8

,
2

3
1

seq
q

.
;

P
.

C
ousin,

P
récis

d'histoire
m

onastique.
T

ournai
1956,

389-91.

（
13
）

G
.

d
e

V
alo

u
s,

o
p

.cit.,1
6

4
.

（
14
）

k
.

J.
C

o
n

an
t,

C
lu

n
y.

L
es

ég
lises

et
la

m
a

iso
n

d
u

C
h

ef
d

'O
rd

re.
M

âco
n

1
9

6
8

,
1

2
7

.

な
お
、P

.
D

en
is

et
Y

.C
h

au
ssy

,
M

a
tricu

la
m

o
n

a
ch

o
ru

m

professorum
.

R
eform

ations
A

bbatiae
et

totius
sacri

O
rdinis

C
luniacensis .

B
rep

o
ls

1
9

9
4

,

も
コ
ナ
ン
ト
と
同
意
見
。A

.C
h

ag
n

y
,

o
p

.cit.,2
6

1
.

;
P

h
.

S
chm

itz,
op.cit.,54.

（
15
）

A
.C

h
ag

n
y

,
o

p
.cit.,2

7
4

.

（
16
）

P
h

.R
acin

et,
L

es
m

a
iso

n
s

d
e

l'O
rd

re
d

e
C

lu
n

y
a

u
m

o
yen

â
g

e.
É

vo
lu

tio
n

et
p

erm
a

n
en

ce
d

'u
n

a
n

cien
o

rd
re

b
én

éd
ictin

a
u

n
o

rd
d

e
P

a
ris.

B
ruxelles

1990.

（
17
）

Ibid.,177
seqq.

（
18
）

Ibid.,277-29.

（
19
）

A
.V

a
q

u
ie

r,
“

U
n

e
ré

fo
rm

e
d

e
C

lu
n

y
e

n
1

4
2

8
”

,
R

e
v

u
e

B
é

n
é

d
ic

tin
e

35(1923)
157-98.

（
20
）

P
.C

aillet,
“L

a
D

écadence
de

l'O
rdre

de
C

luny
au

X
V

e
siècle

et
la

tentative

d
e

R
éfo

rm
e

d
e

l'A
b

b
é

Jean
d

e
B

o
u

rb
o

n
(1

4
5

6
-1

4
8

5
)”,

B
ib

lio
th

èq
u

e
d

e

l'É
cole

des
C

hartes
89(1928)

183-234.

（
21
）

U
.B

erlière,
“L

es
co

llèg
es

b
én

éd
ictin

s
au

x
u

n
iv

ersités
d

u
m

o
y

en
âg

e”,

R
e

v
u

e
B

é
n

é
d

ic
tin

e
1

0
(1

8
9

3
)

1
4

5
-5

8
.

;
G

.
d

e
V

alo
u

s,
“U

n
co

llèg
e

clu
n

isien
:

L
e

P
rieu

ré-C
o

llèg
e

d
e

S
ain

t-M
artial

d
'A

v
ig

n
o

n
”,

R
evu

e

M
abillon

18(1928)
284-301.

（
22
）

S
tatuts

de
Jean

de
B

ourbon,
art.171:

SC
V

,
,

169.

（
23
）

Ibid.

（
24
）

D
.R

iche,
L

'O
rdre

de
C

luny …
,

471
seqq.

（
25
）

Ibid.,472.
（
26
）

Ibid.,473.

（
27
）

Ibid.,474-77.

（
28
）

Ibid.,474.

五
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ク
リ
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修
道
会
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制
度
化
と
そ
の
解
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―
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関
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（
29
）

‘N
am

eundem
C

onventum
universalem

haeredem
om

nium
bonorum

suorum

co
n

stitu
it,

sed
d

o
m

in
u

s
U

rb
an

u
s

,
P

ap
a

u
n

am
p

artem
recep

it
p

ro
p

ter

n
ecessitatem

R
o

m
an

ae
E

cclesiae
etiam

u
sq

u
e

ad
v

alo
rem

x
iii

m
ille

florenorum
.’:

B
C

,
col.1672.

（
30
）

D
.R

iche,
op.cit.,475-76.

（
31
）

Ibid.,476.

（
32
）

Ibid.,

（
33
）

G
.

de
V

alous,
L

e
m

onachism
e

clunisien …
,

,
212.

結
び

一
五
一
〇
年
か
ら
修
道
会
が
廃
止
さ
れ
た
一
七
九
〇
年
ま
で
の
二
百
八
十
年
間

に
十
六
名
の
修
道
院
長
が
交
代
し
た（

１
）

。
彼
ら
の
殆
ど
す
べ
て
が
フ
ラ
ン
ス
の
名
門

貴
族
の
出
身
で
あ
る
。
一
族
の
あ
い
だ
で
院
長
の
ポ
ス
ト
が
相
続
さ
れ
た
ケ
ー
ス

も
珍
し
く
な
い
。
ギ
ー
ズ
家
、
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
・
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
家
、
そ
し
て

ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
家
が
そ
の
例
で
あ
る
。
と
く
に
ギ
ー
ズ
家
は
、
ジ
ャ
ン
・

ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
（
在
位
一
五
二
九
ー
五
〇
）
か
ら
四
代
九
十
二
年
に
わ
た
っ
て
ク

リ
ュ
ニ
ー
院
長
職
を
独
占
し
た
。
十
六
名
の
修
道
院
長
の
う
ち
実
に
十
名
が
枢
機

卿
で
あ
り
、
コ
マ
ン
ド
制
は
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
牢
乎
と
し
て
根
を
お
ろ
し
た
と

い
っ
て
よ
い
。
一
五
一
六
年
八
月
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
教
皇
レ
オ
十
世
と
の
あ

い
だ
で
結
ば
れ
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
政
教
条
約
に
よ
っ
て
、
教
皇
庁
で
死
去
し
た
者
の

ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
除
い
て
、
空
位
後
六
ヶ
月
以
内
に
高
位
聖
職
者
を
指
名
す
る
権
利

が
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
認
め
ら
れ
た
。
高
位
聖
職
に
つ
く
者
は
、
学
識
、
年
齢
な
ど

に
関
し
て
一
定
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
が
、
王
族
や
高
官
は
そ
の
適
用

を
免
除
さ
れ
た
た
め
に
、
資
格
要
件
は
事
実
上
骨
抜
き
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
コ

ン
デ
公
の
息
子
ア
ル
マ
ン
・
ド
・
ブ
ル
ボ
ン
が
弱
冠
十
三
歳
に
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー

修
道
院
長
に
就
任
し
た
の
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
条
約
は
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
期
ま
で
効
力
を
も
ち
つ
づ
け
た
。

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
条
約
発
効
後
、
国
王
に
よ
っ
て
最
初
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
指
名

さ
れ
た
の
は
エ
マ
ー
ル
・
ド
・
グ
フ
ィ
エ
（
在
位
一
五
一
八
ー
二
八
）
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
従
兄
弟
ボ
ワ
シ
ー
枢
機
卿
の
兄
弟
で
あ
り
、
す
で
に
サ
ン
・

ド
ニ
院
長
職
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
保
有
し
て
い
た
。
院
長
就

任
時
に
も
ま
た
就
任
後
に
も
彼
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
を
訪
れ
て
い
な
い
。
か
れ
を
継
い

だ
の
は
、
国
王
の
重
臣
で
あ
る
ギ
ー
ズ
公
の
弟
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
で
あ
っ

た
。
二
十
歳
で
枢
機
卿
に
就
任
し
た
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
に
我
々
は
コ
マ
ン

ダ
テ
ー
ル
の
一
典
型
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
多
数
の
ベ
ネ
フ
ィ
ス
を
保
有
し
て

い
た
ジ
ャ
ン
に
と
っ
て
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
職
は
収
入
源
の
一
つ
で
し
か
な
か
っ

た
。
彼
も
ま
た
ク
リ
ュ
ニ
ー
に
は
一
度
も
足
を
運
ん
で
い
な
い
。
彼
は
ラ
ン
ス
、

ナ
ル
ボ
ン
ヌ
、
リ
ヨ
ン
の
大
司
教
を
兼
ね
、
リ
ュ
ソ
ン
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
、
メ
ッ
ス
、

五
二

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
三
巻
第
一
号
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ト
ゥ
ー
ル
、
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ビ
、
ア
ジ
ャ
ン
、
ナ
ン
ト
の
司
教
を
兼
任
し
て

い
た
。
さ
ら
に
彼
は
修
道
生
活
の
経
験
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
つ
の

大
修
道
院
長
を
兼
務
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
ゴ
ル
ズ
修
道
院
長
も
含
ま
れ
た
。

十
六
世
紀
後
半
は
宗
教
戦
争
と
内
乱
の
時
代
で
あ
る
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
は
、
一
五

六
二
、
六
七
、
七
〇
年
の
三
回
に
わ
た
っ
て
ユ
グ
ノ
ー
に
略
奪
さ
れ
、
甚
大
な
被

害
を
被
っ
た
。
一
五
〇
八
年
か
ら
一
五
七
一
年
に
か
け
て
百
五
通
の
修
道
会
関
連

文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
四
割
を
総
会
欠
席
届
が
占
め
て
い
る（

２
）

。
こ
の

中
に
は
臨
時
管
理
修
院
長
《p

rio
r

co
m

m
en

d
atariu

s

》
の
欠
席
届
三
通
が
含
ま

れ
る（

３
）

。
自
ら
を
プ
リ
オ
ー
ル
・
コ
メ
ン
ダ
タ
リ
ウ
ス
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら

判
断
し
て
、
こ
れ
が
決
し
て
貶
称
で
は
な
く
て
一
般
に
認
知
さ
れ
た
称
号
で
あ
っ

た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
一
五
六
八
年
か
ら
一
六
二
五
年
に
い
た
る
五
十
七
年

間
に
総
会
が
わ
ず
か
二
回
（
一
五
七
一
、
一
六
〇
〇
年
）
し
か
開
催
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
は
、
当
時
の
修
道
会
の
混
迷
ぶ
り
を
示
す
も
の
だ
。

十
七
世
紀
初
頭
に
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ
会
と
サ
ン
・
モ
ー
ル
会
が
誕
生
し
て
修
道

院
改
革
の
の
ろ
し
を
あ
げ
る
と
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
も
そ
の
影
響
に
さ
ら
さ
れ

た
。
ギ
ー
ズ
家
出
身
の
最
後
の
院
長
ル
イ
・
ド
・
ロ
レ
ー
ヌ
（
在
位
一
六
一
二
ー

二
一
）
の
も
と
で
漸
く
改
革
の
動
き
が
始
ま
っ
た
。
中
心
的
役
割
を
果
し
た
の
は

院
長
代
行
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ヴ
ニ
・
ダ
ブ
ル
ー
ズ
で
あ
る（

４
）

。
改
革
は
サ
ン
・
ヴ

ァ
ン
ヌ
、
サ
ン
・
モ
ー
ル
両
会
の
支
援
と
協
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
だ
っ
た

の
で
あ
り
、
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
起
草
さ
れ
た
場
所
は
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
は
な
く
て
、

パ
リ
の
カ
ル
ト
ゥ
ジ
オ
会
の
修
道
院
で
あ
っ
た
（
一
六
二
一
・
三
）。
伝
統
の
重

圧
に
喘
ぐ
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
に
と
っ
て
、
も
は
や
自
力
で
の
再
生
は
困
難
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
戒
律
の
厳
守
を
盛
込
ん
だ
七
箇
条
か
ら
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

一
六
二
一
年
五
月
に
国
王
の
承
認
を
経
た
の
ち
に
、
パ
ル
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
批
准

さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
修
道
士
は
旧
律
派
と
厳
律
派
に
分
断
さ
れ
、
い
つ
果
て
る
と

も
知
れ
な
い
憎
悪
と
争
訟
の
渦
に
巻
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
枚
岩
の
団
結
を
誇
っ

た
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
分
裂
で
あ
る
。
政
界
の
大
立
者
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
枢
機
卿
、

そ
し
て
マ
ザ
ラ
ン
枢
機
卿
が
あ
い
つ
い
で
ク
リ
ュ
ニ
ー
院
長
に
就
任
し
、
強
権
を

発
動
し
て
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
と
サ
ン
・
モ
ー
ル
会
、
つ
い
で
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ヌ

会
と
の
合
同
を
達
成
し
た
が
、
こ
れ
は
結
局
束
の
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
わ
っ
た（

５
）

。

党
派
抗
争
を
鎮
め
た
の
は
、
ま
た
し
て
も
王
権
の
干
渉
で
あ
る
。
一
六
七
六
年
三

月
に
国
務
会
議
は
、
旧
律
、
厳
律
両
派
が
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ブ
ル
ボ
ン
の
制
定
規
則

（
一
四
五
八
年
）
を
基
礎
に
一
つ
の
団
体
に
統
合
さ
る
べ
し
と
の
判
決
を
く
だ
し

た
。
同
年
八
月
に
は
、
こ
の
方
針
に
従
っ
て
半
世
紀
ぶ
り
に
両
派
の
合
同
総
会
が

も
た
れ
た（

６
）

。
こ
れ
以
後
修
道
会
総
会
は
国
王
の
許
可
を
得
て
開
催
さ
れ
、
ま
た
し

ば
し
ば
国
王
は
自
身
の
代
理
を
総
会
に
遣
わ
し
た
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
王
権

へ
の
屈
服
で
あ
る
。
ル
イ
十
四
世
が
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
四
条
項
を
制
定
し
た
の
は
、

合
同
総
会
の
開
催
か
ら
六
年
経
っ
た
一
六
八
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
三

ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
会
の
制
度
化
と
そ
の
解
体
―
―
関
口
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（
５
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h
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ay
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m
o

rt
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e

R
ichelieu

à
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de
M

azarin”,
R

evue
M

abillon
33(1943)

85-124.

（
６
）
旧
律
派
と
厳
律
派
を
比
較
す
る
と
、
厳
律
派
の
方
が
動
き
は
は
る
か
に
活
発
で
あ
っ
た
。

一
六
四
五
年
か
ら
一
六
七
二
年
に
い
た
る
二
十
七
年
間
に
厳
律
派
の
総
会
は
定
期
的
に

開
催
さ
れ
、
厳
律
派
の
議
事
録
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
両
派
の
合
同
総
会
が
も
た

れ
た
の
は
一
六
七
六
年
で
あ
る
が
、
厳
律
派
は
独
自
の
評
議
会
（D

iète

）
を
も
つ
こ

と
が
王
令
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
（
一
六
八
四
年
）、
二
年
な
い
し
三
年
に
一
回
、
パ
リ

の
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
・
シ
ャ
ン
で
定
例
の
評
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
十
八
世
紀
に

な
る
と
両
派
の
判
事
団
は
別
々
に
行
動
し
て
固
有
の
決
議
を
行
い
、
各
派
の
議
事
録
が

残
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
対
立
的
共
存
が
ル
ー
ル
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ク
リ
ュ
ニ
ー
に
お
け
る
積
年
の
党
派
抗
争
は
鎮
静
化
し
た
の
で
あ
る
。

五
四

山
形
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L'institutionnalisation de l'Ordre de Cluny et sa désagrégation
SEKIGUCHI Takehiko

(Séction d’Histoire, Faculté de Pédagogie)

À la fin de l'abbatiat d'Odilon et sous celui d'Hugues, il existe tout un groupe de

maisons qui constituent l 'Ordre de Cluny, quel que soit leur titre. Ce qui les

caractérise, c'est l'autorité suprême de l'abbé de Cluny, la similitude de situation

juridique, et une volonté d'appartenir à un ensemble. Mais l'Ordre ne se donne

guère de véritables structures institutionnelles avant la fin du XII
e

siècle, et c'est

seulement au XIII
e

siècle, à partir de l'abbé Hugues V (1199-1207),qu'il acquiert

une ferme organisation. Ce qui marque son abbatiat, ce sont l'élaboration et la

promulgation des statuts qui portent son nom et qui codifient en quelque sorte

toute l'organisation administrative de l'Ordre: l'organisation d'un chapitre général

annuel ,  une visi te  annuelle de l 'abbaye de Cluny el le-même, la  créat ion de

provinciae, à la tête desquelles on plaçait des camerarii. 

Le pape Grégoire IX publia,  en 1233, une bulle réformatrice. Par cela,  la

pos i t i on  de s  dé f in i t eu r s  (d i f f i n i t o re s )  j u squ ' a lo r s  impréc i s e  dev in t  p lu s

importante, et un office spécial de visiteurs (visitatores) fut créé; visiteurs qui

étaient élus annuellement par le chapitre général et qui, chaque année, devaient

visiter á deux les provinces et faire un rapport au chapitre général de l'année

suivante. 

Depuis la fin du XIII
e

siècle, le roi de France et le Saint-Siège considèrent de

plus en plus les monastères et les moines comme des contribuables auxquels il ne

lui est pas trop difficile d'imposer ses fiscalités. Le système de la commende, qui

ava i t  dé jà  commencé  à  ê t r e  p ra t iqué  depu i s  l e  mi l i eu  du  XI I I
e

s i èc le ,  se

généralise sous la papauté d'Avignon. On continue à user de cette commende

pour récompenser des créatures ou se constituer une clientèle. La commende

conduit donc à la non-résidence, en même temps qu'elle facilite et légitime le

cumul des charges. Tout cela désorganise la vie religieuse et démentèle les

structures monastiques de l'Ordre de Cluny.   


